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平成 27年度業務実績等報告書 別添                      

様式２－１－１ 国立研究開発法人 年度評価 評価の概要様式 

 

１．評価対象に関する事項 

法人名 国立研究開発法人土木研究所 

評価対象事業年

度 

年度評価 平成２７年度（第三期） 

中長期目標期間 平成２３～２７年度 

 

２．評価の実施者に関する事項 

主務大臣 国土交通大臣 

 法人所管部局 大臣官房 担当課、責任者 技術調査課 石原康弘 

 評価点検部局 政策統括官 担当課、責任者 政策評価官 斉藤夏起 

主務大臣 農林水産大臣 

「社会的要請の高い課題への重点的・集中的な対応」及び「基盤的な研究開発の計画的な推進」の一部について、国土交通大臣と農林水産大臣が共同で担当。 

 法人所管部局 農林水産技術会議事務局 担当課、責任者 研究企画課 中東一 

 評価点検部局 大臣官房 担当課、責任者 広報評価課 倉重泰彦 

 

３．評価の実施に関する事項 

（実地調査、理事長・監事ヒアリング、研究開発に関する審議会からの意見聴取など、評価のために実施した手続等を記載） 

・理事長・監事ヒアリング：平成２８年７月５日 

・研究開発に関する審議会からの意見聴取：平成２８年７月５日、７日、２２日 

 

 

 

 

 

 

４．その他評価に関する重要事項 

（目標・計画の変更、評価対象法人に係る重要な変化、評価体制の変更に関する事項などを記載） 

・特になし。 
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様式２－１－２ 国立研究開発法人 年度評価 総合評定様式 

 

１．全体の評定 

評定 

（Ｓ、Ａ、Ｂ、Ｃ，

Ｄ） 

Ａ ２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度 ２７年度   

Ａ Ａ Ａ Ｂ Ａ   

評定に至った理由 （上記評定に至った理由を記載） 

・研究所の第一義は研究であるため、一般管理に関する事項の「Ⅱ．業務運営の効率化に関する事項」、「Ⅲ．財務内容の改善に関する事項」、「Ⅳ．その他の事項」の５項目がＢ以上

の評定となっている事を確認した上で、「Ⅰ．研究開発の成果の最大化その他の業務の質の向上に関する事項」の評定について、Ａが 7項目、Ｂが 3項目であったことから、全体評

定をＡとした。 

 

２．法人全体に対する評価 

（各項目別評価、法人全体としての業務運営状況等を踏まえ、国立研究開発法人の「研究開発成果の最大化」に向けた法人全体の評価を記述。その際、法人全体の信用を失墜させる事象や外部要因など、法

人全体の評価に特に大きな影響を与える事項その他法人全体の単位で評価すべき事項、災害対応など、目標、計画になく項目別評定に反映されていない事項などについても適切に記載） 

・法人全体として、研究開発で得られた成果が、現場での耐震設計や耐震補強などの実務に活用された他、平成 27年度に発生した豪雨による鬼怒川・渋井川の堤防決壊などの災害に職員を派遣する等、「研

究開発成果の最大化」に向け、顕著な取組状況である。また、重大な業務運営上の課題はなかった。 

 

 

３．項目別評価の主な課題、改善事項等 

（項目別評価で指摘した主な課題、改善事項等で、翌年度以降のフォローアップが必要な事項等を記載。中長期計画及び現時点の年度計画の変更が必要となる事項があれば必ず記載。項目別評価で示された

主な助言、警告等があれば記載） 

・全体の評価に影響を与える事象は特になし 

 

４．その他事項 

研究開発に関する審議

会の主な意見 

（研究開発に関する審議会の主な意見などについて記載） 

・評価の考え方が変更され、計画と目標は旧のままという変則的なタイミングにおける評価であった。昨年も同様の感想を持ったが、自己評価においても、もう少し新しい評価の考
え方が表面に出ても良かったのではないだろうか。研究成果の最大化の考え方、国際研究ハブとしての機能の追求などは、旧目標には明確には示されていないが、土木研究所とし
ては、かなり高い水準で達成しつつあるのではないかと思料する。これらについては強調しても良かったと思う。 

・国民の安心・安全、および持続可能な社会の実現に向けて、研究開発成果の最大化のために、各方面で着実に努力が積みあげられていると評価される。近年毎年のように発生する
激甚災害や、既に社会問題として顕在化しているインフラの老朽化など喫緊の要請も多く、個別対応に追われる場面も多いと思うが、大局の動向を捉える総括的研究、現場からの
ニーズを丹念に拾い上げるような長期的研究も引き続き力を入れてほしい。インフラに関する実務データの収集と開示、およびそれらに基づく実践的な共同研究のコーディネート
等の研究マネジメントにも期待する。 

・近年顕著な傾向として、気候変動により水災害や土砂災害、地震災害、積雪災害等が増加しており、中長期目標で示された「安心・安全な社会の実現」「グリーンイノベーションに
よる持続可能な社会の実現」等、国民の暮らしを守る基盤となるテーマを研究課題の一つとし、「研究開発成果の最大化」に向けて、様々な取り組みが行われている。土木技術を生
かした地震災害をはじめとする各種災害時の貢献、また水災害･リスクマネジメント国際センター（ICHARM）による国際貢献など、土木研究所の活躍の場は、ますます広がっており、
研究開発成果の創出や将来的な成果の創出等が認められ、着実な業務運営がなされている。土木研究所に国民が寄せる期待も高いので、ますます充実した研究活動を行っていただ
きたい。 

・限られた資源(人、予算、施設・設備、情報)の下で、法人全体として、「研究開発成果の最大化」に向け、着実な実施状況である。 
・土木研究所の着実な成果を見ることができ、その取り組み内容の計画性・妥当性が反映されているものといえる。 
・限られた資源のもとで効果的かつ効率的に法人の目的に沿った活動がなされており、そのなかには将来的な発展が、なお一層期待される顕著な成果が含まれていると認められ、評
価できる。 

・法人全体として「研究開発成果の最大化」に向けて着実に業務が実施されているのが確認された。重大な業務運営上の課題などはなかった。 
・研究開発成果の最大化の観点からは、他研究機関との連携、競争的資金の獲得、技術の指導、成果の普及、国際貢献、技術力の向上などが重要となってくると思われる。これらを A
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評価としたことから、全体評定も A 評価と判断した。 
・TEC-FORCEや ICHARMの活動は土木研究所の他に無い優れた活動であり、高く評価する。 
・研究開発の成果の最大化、その他の業務の質の向上に関する事項については、項目別評価の分布状況は、Aの評価となる。技術の指導。成果の普及、国際貢献、技術力の向上等、特
に重要と考えられる項目において良い成果が得られており、研究部門において優れた業績を収めたと評価できる。 

・研究成果の最大化、社会貢献、国際貢献や国際研究ハブに向けても、厳しい予算と人員制約下で着実に成果をあげつつあるが、成果をさらに拡大加速化するためには、予算･人員の
制約緩和も真剣に考慮されるべきだと考える。 

・地方公共団体等の技術者不足が叫ばれている中での講演会や講習会の開催等は、技術者の平均的技術力の向上に大きく寄与しているが、今後は、核となる技術者の育成・養成を目
指した取組が必要と考えられる。 

・任期付研究者の採用が研究者の総数の約 1割を占めている。この状況は、将来的には技術の継承、中核となる研究者・技術者養成等に影響を与えないか。 
・小規模なシンポジウム等研究会の開催数を増やし、誰でも気軽に学術会議に参加できる環境を整えることで土木技術分野の国際競争力を高めることが望まれる。 
・男女共同参画を取り入れた労働環境の実現に向け、積極的な女性職員の採用を期待する。 
・ポストドクターなど若手研究者を積極的に受け入れ、パーマネント研究員へのキャリアアップができる仕組みづくりを行うことで高い能力をもった研究者の育成につなげてほしい。 
・成果の普及の個所で「査読付き論文」の件数が挙げられているが、論文の内容によっては、「社会的要請の高い課題への重点的・集中的な対応」、「基盤的な研究開発の計画的な推進」
にも関係するであろう。 

・任期の無い研究職員や管理職相当の職員の博士号取得者数の拡充を期待する。特に任期付研究職員だけでなく任期の無い常勤職員も一定割合は公募で採用するなど、テニュアトラ
ック制度も視野に入れた人事を考慮して欲しい。 

監事の主な意見 （監事の意見で特に記載が必要な事項があれば記載） 

・特になし。 
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様式２－１－３ 国立研究開発法人 年度評価 項目別評定総括表様式 

 

中長期目標（中長期計画） 年度評価 項目

別調

書№ 

備考 

 

 中長期目標（中長期計画） 年度評価 項目別

調書№ 

備考 

 23

年度 

24

年度 

25

年度 

26

年度 

27

年度 

    23

年度 

24

年度 

25

年度 

26

年度 

27

年度 

  

Ⅰ．研究開発の成果の最大化その他の業務の質の向上に関する事項  Ⅱ．業務運営の効率化に関する事項  

 社会的要請の高い課題への重点

的・集中的な対応 
Ａ Ａ Ａ Ｂ Ｂ 

      効率的な組織運営 
Ａ Ａ Ａ Ｂ Ｂ 

    

基盤的な研究開発の計画的な推

進 
Ａ Ａ Ａ Ｂ Ｂ 

      業務運営全体の効率化 
Ａ Ａ Ａ Ｂ Ｂ 

    

他の研究機関との連携等 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ                 

研究評価の的確な実施 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ                 

競争的研究資金等の積極的獲得 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ                 

 技術の指導 Ｓ Ｓ Ｓ Ａ Ａ                 

成果の普及 Ｓ Ｓ Ｓ Ｂ Ａ                 

知的財産の活用促進 Ａ Ａ Ａ Ｂ Ｂ                 

土木技術を活かした国際貢献 Ｓ Ｓ Ｓ Ａ Ａ                 

 技術力の向上、技術の継承及び

新技術の活用促進への貢献 
Ａ Ａ Ｓ Ａ Ａ 

                

            Ⅲ．財務内容の改善に関する事項 

             予算（人件費の見積りを含む。）、収

支計画及び資金計画 

短期借入金の限度額 

不要財産の処分に関する計画 

重要な財産の処分等に関する計画 

剰余金の使途 

Ａ Ａ Ａ Ｂ Ｂ 

    

                       

            Ⅳ．その他の事項 

             施設及び設備に関する計画 Ａ Ａ Ａ Ｂ Ｂ     

            人事に関する計画 Ａ Ａ Ａ Ｂ Ｂ     

                       

 ※重要度を「高」と設定している項目については各評語の横に「○」を付す。 

難易度を「高」と設定している項目については各評語に下線を引く。 

  

 

 

 

 

 

 

平成 26年度以降、評定区分の定義が変更されている。 

 

「研究開発に係る事務及び事業」について、平成25年度までは「中期目標の達成に向けて着実な実施状況にあると認められ

る。」場合、Ａ評価とされ、平成26年度以降は、「国立研究開発法人の目的・業務、中長期目標等に照らし、法人の活動による

成果、取組等について諸事情を踏まえて総合的に勘案した結果、「研究開発成果の最大化」に向けて成果の創出や将来的な成

果の創出の期待等が認められ、着実な業務運営がなされている。」場合、Ｂ評価（標準）とされている。 

 

「研究開発に係る事務及び事業以外（業務運営の効率化に関わる事項等」、平成25年度までは「中期目標の達成に向けて着実な

実施状況にあると認められる。」場合、Ａ評価とされ、平成26年度以降は、「中期計画における所期の目標を達成していると認

められる（定量的指標においては対中期計画値（又は年度計画値）の100％以上120％未満）。」場合、Ｂ評価とされている。 
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様式２－１－４－１ 国立研究開発法人 年度評価 項目別評価調書（研究開発成果の最大化その他業務の質の向上に関する事項）様式 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

１（１）① 社会的要請の高い課題への重点的・集中的な対応 

関連する政策・施策 ４１．技術研究開発を推進する 当該事業実施に係る根拠（個

別法条文など） 

独立行政法人土木研究所法第 3 条 

当該項目の重要度、難易

度 

 関連する研究開発評価、政策

評価・行政事業レビュー 

４３７，４３８ 

 

２．主要な経年データ 

 主な参考指標情報 ↓基準値は平成 20年～22年の 3年間の平均値、ただし、[ ]は中長期目標で示された目標値、太字は評価指標  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

  基準値等 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度    23年度 24年度 25 年度 26年度 27年度   

重点的研究開

発課題に充当

した予算割合

（%） 

〔75％〕 75.4％ 76.4％ 76.4％ 75.6％ 75.0％ 

  予算額（千円） 

7,648,433 5,828,742 6,506,990 6,220,744 5,858,312 

  

「社会的要請

と研究目的」

を「適切」と

評価した評価

委員の割合

（事前評価） 

80％ 96.9％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ - 

  決算額（千円） 

6,210,643 5,758,342 6,783,950 6,407,932 6,459,379 

  

「進捗状況」

を「順調」と

評価した評価

委員の割合

（中間評価） 

80％ - 96.7％ 89.5％ 98.6％ - 

  経常費用（千円） 

5,632,026 5,410,569 6,427,097 5,619,700 5,901,431 

  

「達成目標へ

の到達度」を

「達成」と評

価した評価委

員の割合（事

後評価） 

80％ - - 89.7％ 85.7％ 93.4% 

  経常利益（千円） 

0 0 0 0 0 

  

         行政サービス実施

コスト（千円） 
7,090,602 6,535,126 8,210,745 6,680,070 6,972,593 

  

          従事人員数 240 248 248 254 244   

注）予算額、決算額は支出額を記載。人件費については共通経費分を除き各業務に配賦した後の金額を記載 

注）四捨五入の関係で、各計数の和が合計と一致しないところがある。 
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３．中長期目標、中長期計画、年度計画、主な評価軸、業務実績等、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中長期目標 中長期計画 年度計画 主な評価軸（評価の

視点）、指標等 

法人の業務実績等・自己評価 主務大臣による評価 

主な業務実績等 自己評価 

 現下の社会的要請に
的確に応えるため、研
究所の行う研究開発
のうち、以下の各項に
示す目標について、国
が実施する関連行政
施策の立案や技術基
準の策定等に反映し
うる成果を早期に得
ることを目指す研究
開発を重点的研究開
発として位置付け、重
点的かつ集中的に実
施すること。 
また、重点的研究開発
の実施に際しては、北
海道総合開発計画及
び食料・農業・農村基
本計画等を踏まえ、総
合的な北海道開発を
推進するため、積雪寒
冷に適応した社会資
本や食料基盤の整備
に必要な研究開発に
ついても、重点的かつ
集中的に実施するこ
と。 
その際、本中期目標期
間中の研究所の総研
究費（外部資金等を除
く。）の概ね７５％を
充当することを目途
とする等、当該研究開
発が的確に推進しう
る環境を整え、明確な
成果を上げること。 
なお、中期目標期間中
に、社会的要請の変化
等により、以下の各項
に示す目標に対応す
る研究開発以外に新
たに重点的かつ集中
的に対応する必要が
あると認められる課
題が発生した場合に
は、当該課題に対応す
る研究開発について
も、機動的に実施する
こと。 
 

中期目標の２．（１）①で示
された目標に対応する重
点的研究開発を重点的か
つ集中的に実施するため、
以下に示すプロジェクト
研究及び重点研究に対し
て、中期目標期間中におけ
る研究所全体の研究費の
うち、概ね７５％を充当す
ることを目途とする。 
ア）プロジェクト研究 
中期目標の２．（１）①で示
された目標に対応する重
点的研究開発のうち、別表
－１－１及び別表－１－
２に示す国が実施する関
連行政施策の立案や技術
基準の策定等に反映しう
る成果を中期目標期間内
に得ることを目指すもの
をプロジェクト研究とし
て位置づけ、重点的かつ集
中的に実施する。 
なお、中期目標期間中に、
社会的要請の変化等によ
り、早急に対応する必要が
あると認められる課題が
新たに発生した場合には、
当該課題に対応する重点
的研究開発として新規に
プロジェクト研究を立案
し、１（２）②に示す評価
を受けて早急に研究を開
始する。 
イ）重点研究 
中期目標の２．（１）①で示
された目標に対応する重
点的研究開発のうち、次期
中期目標期間中にプロジ
ェクト研究として位置づ
ける等により、別表－１－
１及び別表－１－２に示
す国が実施する関連行政
施策の立案や技術基準の
策定等に反映しうる成果
を早期に得ることを目指
すものを重点研究として
位置づけ、重点的かつ集中
的に実施する。 
 

中期計画に示す１６の
プロジェクト研究につ
いては、別表－１のと
おり重点的かつ集中的
に実施する。 
なお、社会的要請の変
化等により、早急に対
応する必要があると認
められる課題が発生し
た場合には、当該課題
に対応するプロジェク
ト研究を立案し、１
（２）②に示す評価を
受けて速やかに実施す
る。 
 また、別表－２に示
す課題を重点研究とし
て位置づけ、重点的か
つ集中的に実施する。 
 プロジェクト研究及
び重点研究に対して、
中期目標期間における
研究所全体の研究費の
うち、概ね７５％以上
を充当し、研究成果に
ついて、国土交通省の
地方整備局、北海道開
発局等の事業に的確に
反映させるよう努め
る。 
 さらに、東日本大震
災からの復興と大震災
の教訓を踏まえた国づ
くりに資するための研
究開発や、近年多発し
ている大規模土砂災害
の発生危険予測技術の
開発を推進するなど、
社会的要請に対して機
動的に実施する。 
 なお、平成２７年度
は中期計画の最終年度
であることから、次期
中期計画において重点
的かつ集中的に実施す
る研究について、その
テーマや内容を検討す
る。 

①【妥当性の観点】成果・
取組が国の方針や社会
ニーズと適合している
か。 
②【時間的観点】成果・
取組が期待された時期
に適切な形で創出・実施
されているか。 
③【社会的・経済的観点】
成果・取組が社会的価値
（安全・安心で心豊かな
社会等）の創出に貢献す
るものであるか。 

＜主要な業務実績＞ 
①②③平成 27 年度は中期目標で示す「安
全・安心な社会の実現」「グリーンイノベー
ションによる持続可能な社会の実現」「社
会資本の戦略的な維持管理・長寿命化」「土
木技術による国際貢献」の各目標に対応す
る 16 のプロジェクト研究を継続して推進
したほか、27 課題の重点研究を新たにスタ
ートさせるなど、重点研究開発であるプロ
ジェクト研究と重点研究に研究費の
75.0％を充当し、重点的かつ集中的に実施
した。 
・また、平成 27 年度に実施したプロジェ
クト研究の事前評価で「適切」と評価され
た課題の割合、プロジェクト研究の中間評
価で「順調」と評価された課題の割合、プ
ロジェクト研究の事後評価で達成目標を
「達成」と評価された課題の割合が基準値
の 80％を上回った。 
研究開発において、妥当性の観点、時間的
観点、社会的・経済的観点を踏まえた取組
みを行い、平成 27 年度は中長期目標期間
最終年度としてのとりまとめを行った。例
えば、「耐震性能を基盤とした多様な構造
物の機能確保に関する研究」においては、
以下の取組を行った。 
①大規模地震発生の切迫性が指摘され、地
震による被害の防除・軽減が喫緊の課題と
され、構造物の重要性や管理水準に応じた
合理的な耐震対策の実施が求められる。ま
た、国土強靱化基本法、国土強靱化基本計
画が制定されるなど、国の施策においても
耐震対策の技術開発の必要性が言われて
いる中、構造物の耐震性能に関する検証を
行い、構造物の地震時挙動の解明、多様な
耐震性能に基づく限界状態の提示、耐震性
能の検証法と耐震設計法の開発に関する
研究開発を行った。 
②平成 23 年東日本大震災の発生、国土強
靱化基本法（H25.12）、国土強靱化基本計画
（H26.6）の制定など、早急な技術開発・対
応の必要性が言われている中、第 3期中長
期目標期間内に、各種構造物について、構
造手法、対策工、液状化判定法、限界状態
設定、耐震性能評価手法等の提案を行っ
た。 
③研究開発で得られた成果については、各
種基準類への反映の提案、あるいは、土研
発刊の資料として公表を行い、現場での耐
震設計、耐震補強等の実務に活用される。 
 
 

＜評定と根拠＞ 
評定：Ｂ 
【定性的な観点】 
①切迫性が指摘されて
いる大規模地震への被
害軽減・防除等、国の方
針や社会ニーズと適合
した取組を行った。 
②平成23年東日本大震
災の発生、国土強靱化
基本法（H25.12）、国土
強 靱 化 基 本 計 画
（H26.6）の制定など、
早急な技術開発・対応
の必要性が言われてい
る中、各種構造物の耐
震設計、耐震補強に資
する成果を得る等、成
果・取組を期待される
時期に適切な形で創
出・実施した。 
③実際の行政施策に反
映されるような研究成
果が多く得られてお
り、社会的価値（安全・
安心で心豊かな社会
等）の創出に貢献した。 
 
【定量的な観点】 
・重点的研究開発課題
に充当した予算割合は
目標値(75%)を達成し
た。 
・研究評価委員会での
評価結果は「社会的要
請と研究目的」、「進捗
状況」、「達成目標への
到達度」について、基準
値(80%)を上回った。 
 
＜課題と対応＞ 
引き続き平成28年度以
降も、将来も見据えつ
つ社会的要請の高い課
題に重点的・集中的に
取組む。 
 
 

評定（右にＳ、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄを記入） Ｂ 

＜評定に至った理由＞ 
（業務運営の状況、研究開発成果の創出の状況及び将来の成果の創
出の期待等を踏まえ、評定に至った根拠を具体的かつ明確に記載） 
・平成 27年度においては、研究開発で得られた成果が、現場での耐
震設計や耐震補強などの実務に活用される等、「研究開発成果の最
大化」に向けて、着実な成果の創出が認められる。 
 
＜今後の課題＞ 
（実績に対する課題及び改善方策など） 
・巨大地震への対応やインフラの老朽化対策等、喫緊の課題に対し、
安全・安心な社会の実現等に資するため、これまで以上に研究開発
成果が国の基準等に反映されるよう、社会的要請の高い課題への重
点的・集中的な取組みを進められたい。 
 
＜その他事項＞ 
（審議会の意見を記載するなど） 
・安全安心な社会の実現に向けて社会的関心の高い研究テーマにお
いて着実な成果が見られる。特に、大規模地震発生をはじめとする
防災・減災・強靭化に向けた研究計画の明確化と確実な遂行と成果
達成は高く評価できる。 
・重点的研究開発への予算の投入状況やそれらの進捗および達成状
況が概ね目標値に到達していることから、重点課題への集中的な対
応は十分な状況と考えられる。 
・中長期目標で示す「安全・安心な社会の実現」「グリーンイノベー
ションによる持続可能な社会の実現」「社会資本の戦略的な維持管
理・長寿命化」「土木技術による国際貢献」の各目標に対応したプロ
ジェクト研究や重点研究が行われており、妥当性の観点、時間的観
点、社会的・経済的な観点の評価軸からしても、平成 27 年度のプロ
ジェクト研究に対しては、事前評価、中間評価、事後評価でそれぞ
れ評価された課題の割合が基準値の 80％を上回ったとのことであ
り、自己評価は、相当と思われる。 
・16のプロジェクトは総じて順調と判断できる。特に「安全・安心
な社会の実現」に関わるプロジェクトは多くの成果が出ている。 
・研究開発で得られた成果が、現場での耐震設計や耐震補強などの
実務に活用されている。 
・国の方針や社会のニーズに適合した重点課題について目標値を達
成した予算が適切に配分され、成果創出に向けた着実な取り組みが
なされていると評価できる。重点プロジェクト研究および重点研究
に対して、研究費のうち概ね 75％とした目標に対し、75.0％を充当
した実績を評価する。 
研究評価委員会での評価結果は、「社会的要請と研究目的」、「進捗状
況」、「達成目標への到達度」について、いずれも基準値を上回って
いる。 
・重点課題の絞り込みにあたって、社会的要請の大きな課題が抽出
されるのは当然である。巨大地震への対応やインフラの老朽化など
喫緊の課題が山積している中で土研の使命や役割は大きい。土研で
なくてはできないような取組みを意識してほしい。 
・研究成果の最大化のためにも成果の普及に努めてもらいたい。 
・社会的要請の高い課題に重点的・集中的に取組むべきである。 
・国内だけでなく、海外でも積極的に研究成果を発表することで国
際化の更なる推進を図ることができる。 

 

４．その他参考情報 

（諸事情の変化等評価に関連して参考となるような情報について記載） 
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様式２－１－４－１ 国立研究開発法人 年度評価 項目別評価調書（研究開発成果の最大化その他業務の質の向上に関する事項）様式 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

１（１）② 基盤的な研究開発の計画的な推進 

関連する政策・施策 ４１．技術研究開発を推進する 当該事業実施に係る根拠（個

別法条文など） 

独立行政法人土木研究所法第 3 条 

当該項目の重要度、難易

度 

 関連する研究開発評価、政策

評価・行政事業レビュー 

４３７，４３８ 

 

２．主要な経年データ 

 主な参考指標情報 ↓基準値は平成 20年～22年の 3年間の平均値、ただし、太字は評価指標  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

  基準値等 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度    23年度 24年度 25 年度 26年度 27年度   

「進捗状況」を

「順調」と評価

した評価委員の

割合（中間評価） 

80% 90.7% 91.5% 95.6% 94.8% 98.5% 

  予算額（千円） 

2,495,378 1,800,502 2,010,013 2,007,754 1,952,771 

  

「達成目標への

到達度」を「達

成」と評価した

評価委員の割合

（事後評価） 

80% 85.9% 94.1% 81.4% 92.7% 97.4% 

  決算額（千円） 

2,026,284 1,778,755 2,095,566 2,068,169 2,153,126 

  

基盤研究実施課

題数 
111 120 121 120 133 136 

  経常費用（千円） 
1,837,504 1,671,328 1,985,333 1,813,766 1,967,144 

  

         経常利益（千円） 0 0 0 0 0   

         行政サービス実施コ

スト（千円） 
2,313,379 2,018,704 2,536,304 2,156,001 2,324,198 

  

          従事人員数 91 81 76 82 81   

注）予算額、決算額は支出額を記載。人件費については共通経費分を除き各業務に配賦した後の金額を記載 

注）四捨五入の関係で、各計数の和が合計と一致しないところがある。 
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３．中長期目標、中長期計画、年度計画、主な評価軸、業務実績等、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中長期目標 中長期計画 年度計画 主な評価軸

（評価の視

点）、指標等 

法人の業務実績等・自己評価 主務大臣による評価 

主な業務実績

等 

自己評価 

 国が将来実施する関
連行政施策の立案や
技術基準の策定等を
見据え、我が国の土木
技術の着実な高度化
や良質な社会資本の
整備及び北海道の開
発の推進の課題解決
に必要となる基礎的・
先導的な研究開発を
計画的に進めること。
その際、長期的視点も
含めて、国内外の社会
的要請の変化、多様な
科学技術分野の要素
技術の進展、産学官
各々の特性に配慮し
た有機的な連携等に
留意しつつ、基礎的・
先導的な研究開発を
積極的に実施するこ
と。 
 
 

国が将来実施する関連行政施策
の立案や技術基準の策定等を見
据え、我が国の土木技術の着実な
高度化や良質な社会資本の整備
及び北海道の開発の推進の課題
解決に必要となる基礎的・先導的
な研究開発を、基盤研究として位
置づけ計画的に進める。 
その際、科学技術基本計画、国土
交通省技術基本計画、北海道総合
開発計画、食料・農業・農村基本
計画、水産基本計画等や行政ニー
ズの動向も勘案しつつ、研究開発
の範囲、目的、目指すべき成果、
研究期間、研究過程等の目標を明
確に設定する。また、長期的観点
からのニーズも考慮し、国内外の
社会的要請の変化、多様な科学技
術分野の要素技術の進展、産学官
各々の特性に配慮した有機的な
連携等に留意しつつ、自然災害や
事業実施に伴う技術的問題等に
関する継続的なデータの収集・分
析に基づく現象やメカニズムの
解明、社会資本の耐久性や機能増
進のための新材料の活用や評価
手法等、基礎的・先導的な研究開
発について積極的に実施する。研
究シーズの発掘に際しては、他分
野や境界領域を視野に入れ、他の
研究機関等が保有・管理するデー
タベースも有効に活用する。 

平成２６年度に実施する基
盤的な研究開発課題につい
て、科学技術基本計画、国土
交通省技術基本計画、北海
道総合開発計画、食料・農
業・農村基本計画、水産基本
計画等や行政ニーズの動向
も勘案し、別表－３に示す
課題等を計画的に実施す
る。 
その際、長期的観点からの
ニーズを様々な手段により
把握し、国内外の社会的要
請の変化、多様な科学技術
分野の要素技術の進展、産
学官各々の特性に配慮した
有機的な連携等を考慮し
て、自然災害や事業実施に
伴う技術的問題等に関する
継続的なデータの収集・分
析に基づく現象やメカニズ
ムの解明、社会資本の耐久
性や機能増進のための新材
料の活用や評価手法等、基
礎的・先導的な研究開発に
ついて積極的に実施する。 
また、より基礎的・先導的な
研究開発を目的とした研究
区分「基盤研究（萌芽）」を
実施し、新規性に富んだ研
究開発にも積極的に取組
む。 

①【時間的観点】成
果・取組が期待さ
れた時期に適切な
形で創出・実施さ
れているか。 
②【社会的・経済的
観点】成果・取組が
社会的価値(安全･
安心で心豊かな社
会等)の創出に貢
献するものである
か。 

＜主要な業務実
績＞ 
・国土交通省技
術基本計画等の
計画や行政ニー
ズの動向を勘案
し、基盤研究と
して 136課題、基
盤研究(萌芽)と
して 21課題実施
した。 
基 盤 研 究 の 例
は、以下のとお
り。 
(ア)河川堤防基
礎地盤の原位置
パイピング特性
調査法の実用化
研究 
(イ)あと施工ア
ンカーの信頼性
向上に関する研
究 
(ウ)せん断補強
による道路床版
の長寿命化に関
する研究 
(エ)除雪オペレ
ーティングの安
全性向上技術に
関する研究 
内部評価委員会
における基盤研
究 の 評 価 結 果
は、中間評価、事
後評価ともに、
基準値 80%を達
成した。 
 

＜評定と根拠＞ 
評定：Ｂ 
【定性的な観点】 
①(ア)では、矢部川（H24）、鬼怒川（H27）等の
堤防災害の発生を受け、堤防の調査の重要性が再
認識される中、研究開発を実施し、目標とする成
果を得た。 
(イ)では、トンネル付属物の崩壊事故の発生を受
け、道路付属物の定着方法の信頼性向上が言われ
る中、関連する研究開発を実施し、目標とする成
果を得た。 
(ウ)では、積雪寒冷環境下の道路橋床版におい
て、層状剥離や押抜きせん断破壊など、重大な損
傷事例が多数発生しており、安全性向上や LCC低
減に資する補強技術の研究開発を実施した。 
(エ)では、作業従事者の高齢化や熟練者不足等が
深刻な状況となっている中、除雪機械オペレーテ
ィングの省力化に資する研究開発を実施した。 
以上をはじめとした基盤的な研究開発において、
成果・取組を期待された時期に適切な形で創出・
実施した。 
  
②(ア)では、河川堤防基礎地盤におけるパイピン
グ特性の新たな評価方法の開発に資するため、原
位置パイピング試験法をマニュアルとしてとり
まとめた。 
(イ)では、あと施工アンカーの引張試験や道路付
属物の点検結果の分析を実施し、材料の品質等が
引張耐力に与える影響や点検時の留意点を示し、
道路トンネル維持管理便覧等の基準類に反映し
うる成果を得た。 
(ウ)では、輪荷重走行試験等による検証を行い、
床版厚不足によるせん断耐力の不足をコンクリ
ート強度や鉄筋量で補う方法の設計手法を示し
た。 
(エ)では、オペレータの負担増加を抑制する技術
を提案するため、オペレータの行動を調査・分析
し、ガイダンスシステムの開発に向けたプログラ
ム仕様を作成した。 
以上をはじめとしたこれらの成果・取組により、
社会的価値（安全・安心で心豊かな社会等）の創
出に貢献した。 
【定量的な観点】 
・研究評価委員会での評価結果は｢進捗状況」、
｢達成目標への到達度｣について、基準値(80%)を
上回った。 
＜課題と対応＞ 
引き続き平成 28 年度以降も、将来も見据えつつ
社会的要請の高い課題に重点的・集中的に取組
む。 

評定（右にＳ、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄを記入） Ｂ 

＜評定に至った理由＞ 
（業務運営の状況、研究開発成果の創出の状況及び将来の成果
の創出の期待等を踏まえ、評定に至った根拠を具体的かつ明確
に記載） 
・平成 27 年度においては、河川堤防基礎地盤における新たな
評価方法の開発に関して、マニュアルをとりまとめる等、ニー
ズの動向を勘案した研究が実施されており、「研究開発成果の
最大化」に向けて、着実な成果の創出が認められる。 
 
＜今後の課題＞ 
（実績に対する課題及び改善方策など） 
・国内外の社会的要請の変化、多様な科学技術分野の要素技術
の進展、産学官各々の特性に配慮した有機的な連携等に留意し
つつ、長期的視点も含めて、民間だけでは直ちには研究開発を
進めることが困難な耐震や材料等に関する基礎的（萌芽的）・先
導的な研究開発をこれまで以上に実施されたい。 
 
＜その他事項＞ 
（審議会の意見を記載するなど） 
・研究評価委員会で「順調」と評価された課題の割合は非常に
高く、かつ、その割合は高まってきていて、評価できる。 
・基盤的な研究開発の計画的な推進として、堤防災害に対する
研究開発、トンネル付属物の崩壊事故を契機とする道路付属物
の定着方法に関連する研究開発、積雪寒冷環境下の道路橋床板
等の補強技術の研究開発、除雪機械オペレーティングの省力化
に資する研究開発等を通して、安全・安心な社会の実現に向け
た価値の創出に貢献し、着実な取り組みがなされている。 
・自然災害が頻発、激甚化している現状において、基礎的・先
導的な研究開発は重要である。また、ニーズの動向を勘案した
研究が実施されており、その成果が十分に評価できる。 
・堤防破壊に関係する、河川堤防基礎地盤におけるパイピング
に関係する研究は、時宜を得たものであり、その取り組みは評
価される。 
・基盤研究 136 課題と基盤研究（萌芽）21課題が実施されてお
り、目標を達成していると判断される。 
・鬼怒川などの河川災害発生に対応した堤防調査法の開発な
ど、時宜に即しており、かつ社会的価値の創出に貢献が大きい
成果が適切に得られている。 
・研究評価委員会の評価結果は「進捗状況」「達成目標への到達
度」について、いずれも基準値を上回った。 
・実務的要請を受けた緊急の課題は重要である。一方、長期的
展望を踏まえて、すぐに結果が出にくいような、挑戦的萌芽研
究にも取り組んでほしい。その場合、進捗率や達成度などは評
価のための適切な指標とはいえない場合もある。 
・引き続き、基礎的・先導的な研究開発を実施することが望ま
れる。 
・プロジェクト研究や重点研究に比べて、予算的には小ぶりで
あるが、基盤的な研究開発は、研究所にとっての根幹をなす重
要な活動であり、今後も着実に実施していくことが望まれる。 

 

４．その他参考情報 

（諸事情の変化等評価に関連して参考となるような情報について記載） 
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様式２－１－４－１ 国立研究開発法人 年度評価 項目別評価調書（研究開発成果の最大化その他業務の質の向上に関する事項）様式 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

１（２）① 他の研究機関との連携等 

関連する政策・施策 ４１．技術研究開発を推進する 当該事業実施に係る根拠（個

別法条文など） 

独立行政法人土木研究所法第 3 条 

当該項目の重要度、難易

度 

 関連する研究開発評価、政策

評価・行政事業レビュー 

４３７，４３８ 

 

２．主要な経年データ 

 主な参考指標情報 ↓基準値は平成 20年～22年の 3年間の平均値、ただし、[ ]は中長期計画で示された目標値、太字は評価指標  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

  基準値等 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度    23年度 24年度 25年度 26年度 27年度   

共同研究件数 
[100] 64 65 83 84 95 

  予算額（千円） 10,143,811 

の内数 

7,629,244 

の内数 

8,517,003 

の内数 

8,228,498 

の内数 

7,811,082 

の内数 

  

共同研究協定

書本数 
103.3 83 108 137 125 125 

  決算額（千円） 8,236,927 

の内数 

7,537,097 

の内数 

8,879,516 

の内数 

8,476,101 

の内数 

8,612,505 

の内数 

  

交流研究員受

入れ人数 
49 48 54 58 52 57 

  経常費用（千円） 7,469,530 

の内数 

7,081,897 

の内数 

8,412,430 

の内数 

7,433,466

の内数 

7,868,575

の内数 

  

         経常利益（千円） 0 0 0 0 0   

         行政サービス実施

コスト（千円） 

9,403,981 

の内数 

8,553,830 

の内数 

10,747,049 

の内数 

8,836,071

の内数 

9,296,791

の内数 

  

          従事人員数 331の内数 328の内数 324 の内数 336の内数 325の内数   

注）予算額、決算額は支出額を記載。人件費については共通経費分を除き各業務に配賦した後の金額を記載 

注）四捨五入の関係で、各計数の和が合計と一致しないところがある。 
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３．中長期目標、中長期計画、年度計画、主な評価軸、業務実績等、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中長期目標 中長期計画 年度計画 主な評価軸

（評価の視

点）、指標等 

法人の業務実績等・自己評価 主務大臣による評価 

主な業務実績等 自己評価 

 研究開発テーマの特
性に応じ、国内外の公
的研究機関、大学、民
間研究機関等との適
切な役割分担のもと
で、他分野との協調も
含めた幅広い視点に
たって、研究開発の効
率的かつ効果的な連
携を推進するものと
する。その際、共同研
究、人事交流等を効果
的に実施し、より高度
な研究開発の実現と
成果の汎用性の向上
に努めること。 

効率的・効果的な研究開発を
実施するため、研究テーマの
特性に応じて、外部の研究機
関等との適切な役割分担の
もとで、他分野との協調も含
めた幅広い視点にたって、寒
冷地臨海部の高度利用に関
する研究についての港湾空
港技術研究所との連携強化
を含め、他機関との定期的な
情報交換や共同研究・研究協
力等の連携を積極的に推進
する。共同研究については、
本中期目標期間中の各年度
において１００件程度実施
する。 
また、海外の研究機関等との
共同研究・研究協力は、科学
技術協力協定等に基づいて
行うこととし、研究者の交
流、国際会議等の開催等を積
極的に実施する。 
国内からの研究者等につい
ては、交流研究員制度等に基
づき、積極的に受け入れるも
のとする。また、フェローシ
ップ制度等の積極的な活用
等により、海外の優秀な研究
者の受け入れを行うととも
に研究所の職員を積極的に
海外に派遣する。 

 国内における民間を含む外部の研
究機関等との積極的な情報交流等をも
とに、過年度から実施しているものも
含めて共同研究を１００件程度実施す
る。なお、共同研究の実施にあたって
は、さらに質の高い成果が得られるよ
うに、実施方法・役割分担等について検
討を行い、適切な実施体制を選定する。 
また、国立研究開発法人産業技術総合
研究所、地方独立行政法人北海道立総
合研究機構等との連携・協力協定に基
づく研究協力、国立研究開発法人港湾
空港技術研究所及び国立研究開発法人
農業・食品産業技術総合研究機構との
情報交換・連携など、異分野の研究者と
の連携・協力を積極的に推進する。 
海外の研究機関との共同研究について
は、相手機関との間での研究者の交流、
研究情報交換等をより推進する。また、
天然資源の開発利用に関する日米会議
（UJNR）耐風・耐震構造専門部会合同部
会や、水災害・リスクマネジメント国際
センター（ICHARM）等の活動に関連した
国際会議・ワークショップを主催・共催
する。 
国内からの研究者等については、研究
者の交流を図るため、交流研究員制度
及び依頼研修員制度等を活用し、民間
等からの研究者及び技術者の受入れや
専門家の招へいを実施する。 
さらに、独立行政法人日本学術振興会
（JSPS）フェローシップ制度や外国人
研究者招へい制度等を活用して、海外
からの研究者を積極的に受け入れると
ともに、在外研究員派遣制度や他機関
の制度等を活用して、若手研究者の外
国研究機関への派遣を推進する。 
また、公募による外国人研究者の確保
を引き続き積極的に推進する。 
 

①【科学技術イノ
ベーション創出・
課題解決のための
システムの推進の
観点】国内外の大
学、民間事業者、研
究開発機関との連
携・協力の取組が
十分であるか。 

＜主要な業務実績＞ 
①国内の研究機関との
共同研究について、平成
27 年度までに実施した
共同研究の総数は 95 件
（土研提案型 86件、民間
提案型 9 件)である。な
お、平成 27年度の新規共
同研究協定書の締結は
26 本であった。さらに、
土木分野のイノベーシ
ョンを加速化するため、
平成 26 年度に土研主導
で設立した 2件の技術研
究組合に引き続き組合
員として参加した。 
①研究連携では、JAXA
や、京都大学等と研究開
発及び教育の発展を目
的とした連携・協力を図
るため新たに 5件の協定
を締結した。海外におい
ては、フィリピン国土資
源情報庁と協定を締結
し、他分野との研究連
携・開発を推進する為の
環境を整備した。 
研究者の交流について
は、民間企業等から 57名
の交流研究員を受け入
れたほか、所内外の制度
を活用し海外の優秀な
研究者と積極的に交流
するとともに、海外へ若
手研究者を派遣するな
ど、積極的な交流を行い
研究の質の向上を図っ
た。 

＜評定と根拠＞ 
評定：Ａ 
【定性的な観点】 
①平成 26 年度に
土研主導で設立し
た、2つの技術研究
組合に参加する
等、科学技術イノ
ベーション創出に
貢献した。 
【定量的な観点】 
・共同研究件数は
100件/年に至らな
いものの、共同研
究の協定書本数は
基準値と比較して
121％に増加した。 
・交流研究員受け
入れ数は基準値と
比較して、116％に
増加した。 
 
＜課題と対応＞ 
引き続き平成 28
年度以降も、共同
研究の積極的な実
施や人的交流等に
より国内外の公的
研究機関、大学、民
間研究機関等との
適切な連携を図
り、他分野の技術
的知見等も取り入
れながら研究開発
を推進する。 
 
 
 
 
 
 

評定（右にＳ、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄを記入） Ａ 

＜評定に至った理由＞ 
（業務運営の状況、研究開発成果の創出の状況及び将来の成果の創出の期待等
を踏まえ、評定に至った根拠を具体的かつ明確に記載） 
・平成 27年度においては、国内外の共同研究、交流研究員の受入の取組ととも
に、技術研究組合の活動に取り組んだことについては高く評価できる。共同研
究件数の実績については 125 件（類似する複数の研究を一本化した件数は 95
件）であり、基準値を達成していることから、「研究開発成果の最大化」に向け
て、顕著な取組であると認められる。 
 
＜今後の課題＞ 
（実績に対する課題及び改善方策など） 
・今後も引き続き、共同研究、人事交流等を効果的に実施し、より高度な研究
開発の実現と成果の汎用性の向上に努めること。 
 
＜その他事項＞ 
（審議会の意見を記載するなど） 
・共同研究を幅広く進めていて、その質と量は向上していることが高く評価で
きる。 
・効果的な国際協力とその元での研究成果の着実な蓄積、また人的ネットワー
クの形成は高く評価できる。また、国際的なネットワークが広がっていること
も注目に値する。 
・共同研究の実施や技術研究組合への参加などを通して国内外の研究機関との
連携を順調に推進し、顕著な成果と認められる。 
・他の研究機関との連携については、共同研究件数については 121％、交流研
究員の受入数については 116％、基準値を越えている。次世代無人化施工技術
研究組合やモニタリングシステム技術研究組合の 2 つの技術研究組合につい
て、昨年に引き続き参加し、土木分野のイノベーション創出に対する取り組み
がなされており、年度計画を適確に達成している。 
・外部評価結果の公開や若手研究者への基盤研究（萌芽）の研究助成、追跡評
価の実施など着実な取り組みを実施している。 
・今後は国内外の学会との協働なども視野に入れて、複数の領域において国際
的な研究ハブとなるべく、ICHARM を先進例として他のセンターにおいてもさら
に現在の活動を加速していただきたい。 
・インフラに関わる実務データの収集と開示を土研が中心となって実施し、そ
れによる民間や大学等との共同研究を推進できるとよいと思う。 
・研究連携において、更なる国際化を推進するために、研究成果を国際学会・
シンポジウムの場で積極的に発表することを期待する。 
・ポストドクターなど若手研究者を積極的に受け入れ、研究者の増強及びキャ
リアアップを図ることが期待される。 
・同種の海外の研究機関と同等の先進的な研究を率先して実施してほしい。 
・共同研究の件数や交流実績の件数のみならず、共著で出版した査読付き論文
の数や質なども重要である。 

 

４．その他参考情報 

（諸事情の変化等評価に関連して参考となるような情報について記載） 

 

  



11 

 

様式２－１－４－１ 国立研究開発法人 年度評価 項目別評価調書（研究開発成果の最大化その他業務の質の向上に関する事項）様式 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

１（２）② 研究評価の的確な実施 

関連する政策・施策 ４１．技術研究開発を推進する 当該事業実施に係る根拠（個

別法条文など） 

独立行政法人土木研究所法第 3 条 

当該項目の重要度、難易

度 

 関連する研究開発評価、政策

評価・行政事業レビュー 

４３７，４３８ 

 

２．主要な経年データ 

 主な参考指標情報 ↓基準値は平成 20年～22年の 3年間の平均値、ただし、太字は評価指標  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

  基準値等 23年度 24年度 25年度 26 年度 27年度    23年度 24年度 25年度 26年度 27年度   

評価委員会

開催数 
5.67 7 7 7 7 8 

  予算額（千円） 10,143,811 

の内数 

7,629,244 

の内数 

8,517,003 

の内数 

8,228,498 

の内数 

7,811,082 

の内数 

  

評価委員会

課題数 
347.33 316 193 399 239 313 

  決算額（千円） 8,236,927 

の内数 

7,537,097 

の内数 

8,879,516 

の内数 

8,476,101 

の内数 

8,612,505 

の内数 

  

         経常費用（千円） 7,469,530 

の内数 

7,081,897 

の内数 

8,412,430 

の内数 

7,433,466

の内数 

7,868,575

の内数 

  

         経常利益（千円） 0 0 0 0 0   

         行政サービス実施コ

スト（千円） 

9,403,981 

の内数 

8,553,830 

の内数 

10,747,049 

の内数 

8,836,071

の内数 

9,296,791

の内数 

  

          従事人員数 331の内数 328の内数 324 の内数 336の内数 325の内数   

注）予算額、決算額は支出額を記載。人件費については共通経費分を除き各業務に配賦した後の金額を記載 

注）四捨五入の関係で、各計数の和が合計と一致しないところがある。 
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３．中長期目標、中長期計画、年度計画、主な評価軸、業務実績等、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中長期目標 中長期計画 年度計画 主な評価軸（評価

の視点）、指標等 

法人の業務実績等・自己評価 主務大臣による評価 

主な業務実績等 自己評価 
 研究開発の実施にあ

たっては、評価を実施
し、評価結果を課題の
選定・実施に適切に反
映させること。その
際、他の研究機関との
重複排除を図り、研究
所が真に担うべき研
究開発に取り組むと
の観点から、関連研究
機関の研究内容等を
事前に把握するとと
もに、研究開発の事
前、中間、事後の評価
において、外部からの
検証が可能となるよ
う第三者委員会によ
る評価を行う等の所
要の措置を講じるこ
と。また、成果をより
確実に社会・国民に還
元させる視点で追跡
評価を導入すること。 

研究評価は、研究開発内容に
応じ、自らの研究に対して行
う自己評価、研究所内での内
部評価、大学、民間の研究者等
専門性の高い学識経験者によ
る外部評価に分類して行うこ
ととし、当該研究の必要性、達
成すべき目標、研究実施体制
等について評価を実施し、研
究評価の結果を課題の選定・
実施に適切に反映させる。研
究評価の結果は、外部からの
検証が可能となるようホーム
ページにて公表する。その際
に、他の研究機関との重複排
除を図り独立行政法人が真に
担うべき研究に取り組むとの
観点から、国との役割分担を
明確にする。同時に、民間では
実施されていない研究、及び
共同研究や大規模実験施設の
貸出等によっても、民間によ
る実施が期待できない又は独
立行政法人が行う必要があり
民間による実施がなじまない
研究を実施することについ
て、研究の事前、中間、事後の
評価において、外部から検証
が可能となるよう、評価方法
を定めて実施する。また、成果
をより確実に社会・国民へ還
元させる視点で追跡評価を導
入する。 
特に研究開発の開始段階にお
いては、大学や民間試験研究
機関の研究開発動向や国の行
政ニーズ、国際的ニーズを勘
案しつつ、他の研究機関との
役割分担を明確にした上で、
独立行政法人土木研究所とし
て研究開発を実施する必要
性、方法等について検証、評価
する。また、研究開発の実施に
あたっては、多様なメディア
による情報により国民ニーズ
の動向を的確に捉え、研究に
反映させる。 

国立研究開発行政法人
土木研究所研究評価要
領に基づき、研究課題
の評価を実施する。 
 平成２７年度におい
ては、平成２６年度に
終了した課題の事後の
評価、平成２８年度か
ら開始する課題の事前
の評価、中間段階の評
価及び第２期中期目標
期間に実施した重点プ
ロジェクト研究に対す
る追跡評価を実施す
る。 
研究評価は、自らの研
究に対して行う自己評
価、研究所内での内部
評価及び大学の研究者
等専門性の高い学識経
験者による外部評価で
行うこととし、研究評
価の結果は、課題の選
定・実施に適切に反映
させるとともに、研究
所のホームページにお
いて速やかに公表す
る。 
 

①国の大綱的指針に基
づく研究評価が適切に
行われているか。 

＜主要な業務実績＞ 
①研究評価について
は、他の研究機関との
役割分担を明確にした
うえで、国の行政ニー
ズを的確に踏まえ、研
究評価要領に基づき、
事前評価、事後評価、中
間評価に関する、内部
評価委員会および外部
評価委員会(第三者委
員会)を 8回開催し、評
価結果をホームページ
に公開した。 
また、評価委員会の

結果が、その後の研究
開発に反映されるよ
う、評価結果および助
言についてフォローア
ップを行い、研究開発
の改善につなげた。 
 さらに、外部評価委
員会において、第２期
中期目標期間に実施し
た重点プロジェクト研
究に対する追跡評価を
実施した。 
 
また、若手研究者等の
萌芽的な研究への取組
みを促進するととも
に、より長期的な視点
で異分野の研究シーズ
を活用した研究開発を
推進するために「基盤
研究（萌芽）」として、
5 件の研究課題を採択
した。 

＜評定と根拠＞ 
評定：Ａ 
【定性的な観点】 
・外部評価委員会の講評
において、土研は評価委
員会の評価結果・議論を
受け止め、毎年度の取組
みに反映し、研究がブラ
ッシュアップされてい
く過程が認められた、と
のコメントを得た。これ
は国の大綱的指針にあ
る「研究開発を効果的・
効率的に推進する効果」
が得られたものである。 
・外部評価結果をホーム
ページで積極的に公開
している。これは、国の
大綱的指針にある「国民
からの理解と支持を得
る」ことにつながってい
る。 
【定量的な観点】 
・評価委員会開催数は基
準値と比較して 141％に
増加した。 

 
＜課題と対応＞ 
平成 28年度以降も、研究
開発等の実施に当たっ
て研究評価を実施し、評
価結果を研究開発課題
の選定・実施に適切に反
映させる。 
 

評定（右にＳ、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄを記入） Ａ 

＜評定に至った理由＞ 
（業務運営の状況、研究開発成果の創出の状況及び将来の成果の創出の期待等を踏
まえ、評定に至った根拠を具体的かつ明確に記載） 
・平成 27 年度において、評価委員会の開催回数は、基準値と比較し、141％に達し
ており、外部評価及び内部評価を適切に実施し、研究に反映・公表している。加え
て、より適切な評価を実施するために外部評価に係るプレゼンテーションの改善に
取り組んでいる。さらに、成果の波及効果を把握するために、重点プロジェクト研
究についての追跡評価を実施しており、「研究開発成果の最大化」に向けて、研究評
価の的確な実施がされており、顕著な取組であると認められる。 
 
＜今後の課題＞ 
（実績に対する課題及び改善方策など） 
・今後も引き続き、的確な研究評価を実施し、評価結果を課題の選定・実施に適切
に反映させること。 
 
＜その他事項＞ 
（審議会の意見を記載するなど） 
・内部評価、および外部評価を実施し、自ら振り返る機会を持つと同時に外部への
説明を明確に実施し、優れた実施状況と認められる。 
・中長期計画において、研究評価の結果は外部からの検証が可能となるようにホー
ムページにて公表することとされているが、業務実績報告書では、ホームページで
公表しているとの記載があるだけで、「ホームページで積極的に公開する等、国民か
らの理解と支持を得るために努めた」とは言いがたい。 
・他方、評価委員会の開催回数は、基準値と比較し、141％に達したとのことである
ので、研究成果の適確な実施に向けた取り組みが行われている。 
・評価委員会の評価結果がその後の研究開発に生かされている。 
・評価委員会の評価結果を土研の HPに公表し、社会に対する説明責任を果たしてい
る。 
・成果の波及効果等を把握するために、重点プロジェクト研究について追跡評価を
実施している。 
・中長期目標期間において、国の大綱的指針に基づく研究評価が適切に行われてい
る。 
・丁寧な評価運営がなされており，効果をあげていると認められる。 
・外部評価委員会で、「プレゼンテーション技術の向上」などの点で高い評価を得て
いる。 
・民間企業や海外への若手研究者の派遣、海外からの研究者受け入れなどの積極的
な交流も行われている。 
・評価活動の重要性は疑問を挟む余地がないが、評価活動に労力を取られすぎるの
は適切な状況とは言えないので、効率的効果的に評価を実施する方法を検討してほ
しい。 
・若手研究者が萌芽的な研究へ柔軟に取り組める体制の構築に期待する。 
・ホームページのさらなる有効活用が望まれる。 
・論文の質（掲載誌の IFや被引用回数）についても適切に評価を実施して欲しい。 
・外部評価委員会の開催回数や外部評価委員からの高い評価などのエビデンスでは
なく、外部評価委員会の開催や議論によって、研究成果の最大化に向けてどのよう
な前進や内部での議論の積み重ねがあったかについてきちんと報告するべき。 
・所属研究者が researcherID や ORCID ID などの既存のデータベースに登録してい
れば、自動的に発表論文の IF や被引用回数、発行論分数等が集計できるため、評価
の省労力化にもつながると思われる。 

 

４．その他参考情報 

（諸事情の変化等評価に関連して参考となるような情報について記載） 
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様式２－１－４－１ 国立研究開発法人 年度評価 項目別評価調書（研究開発成果の最大化その他業務の質の向上に関する事項）様式 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

１（２）③ 競争的研究資金等の積極的獲得 

関連する政策・施策 ４１．技術研究開発を推進する 当該事業実施に係る根拠（個

別法条文など） 

独立行政法人土木研究所法第 3 条 

当該項目の重要度、難易

度 

 関連する研究開発評価、政策

評価・行政事業レビュー 

４３７，４３８ 

 

２．主要な経年データ 

 主な参考指標情報 ↓基準値は平成 20年～22年の 3年間の平均値、ただし、太字は評価指標  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

  基準値等 23年度 24年度 25年度 26 年度 27年度    23年度 24年度 25 年度 26年度 27年度   

獲得件数 
34 39 40 44 58 61 

  予算額（千円） 10,143,811 

の内数 

7,629,244 

の内数 

8,517,003 

の内数 

8,517,003 

の内数 

7,811,082 

の内数 

  

獲得金額（千

円） 
218,203 141,937 121,663 140,225 247,292 248,686 

  決算額（千円） 8,236,927 

の内数 

7,537,097 

の内数 

8,879,516 

の内数 

8,879,516 

の内数 

8,612,505 

の内数 

  

         経常費用（千円） 7,469,530 

の内数 

7,081,897 

の内数 

8,412,430 

の内数 

8,412,430 

の内数 

7,868,575

の内数 

  

         経常利益（千円） 0 0 0 0 0   

         行政サービス実施コ

スト（千円） 

9,403,981 

の内数 

8,553,830 

の内数 

10,747,049 

の内数 

10,747,049 

の内数 

9,296,791

の内数 

  

          従事人員数 331の内数 328の内数 324 の内数 324の内数 325の内数   

注）予算額、決算額は支出額を記載。人件費については共通経費分を除き各業務に配賦した後の金額を記載 

注）四捨五入の関係で、各計数の和が合計と一致しないところがある。 
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３．中長期目標、中長期計画、年度計画、主な評価軸、業務実績等、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中長期目標 中長期計画 年度計画 主な評価軸（評

価の視点）、指

標等 

法人の業務実績等・自己評価 主務大臣による評価 

主な業務実績等 自己評価 

 競争的研究資金等外
部資金の積極的獲得
に取り組むことによ
り、研究所のポテンシ
ャル及び研究者の能
力の向上を図るとと
もに、自己収入の確保
に努めること。 

競争的研究資金等
外部資金の獲得に
関して、他の研究機
関とも連携して戦
略的な申請を行う
などにより獲得に
努め、研究所のポテ
ンシャル及び研究
者の能力の向上を
図るとともに、自己
収入の確保に努め
る。 

研究資金の獲得に
向け、科学研究費補
助金等の競争的資
金については、大学
をはじめとした他
の研究機関とも密
接に連携を図り、積
極的かつ重点的に
申請を行う。 
また、所内説明会、
イントラネット、メ
ール等による各種
競争的研究資金等
の募集についての
所内への周知や、申
請にあたっての申
請書の内部査読や
必要に応じてヒア
リングを実施する
ことにより申請内
容に対する指導・助
言を行う。 

①競争的資金等外
部資金の獲得が適
切になされたか 

＜主要な業務実績＞ 
①競争的研究資金につ
いては、大学や他の研究
機関等と密接な連携を
図り積極的な獲得に努
めた。平成 27 年度は 61
件、約 2億 5千万円の競
争的資金を獲得した。 
また、戦略的イノベーシ
ョン創造プログラム
(SIP)について 5 件の研
究を推進し、さらに 2つ
の技術研究組合にも参
画することで、引き続き
競争的研究資金の予算
を獲得している。 

＜評定と根拠＞ 
評定：Ａ 
【定性的な観点】 
①他の研究機関と密接な連携
を図ることで様々な分野での
申請を行い、戦略的イノベーシ
ョン創造プログラム(SIP)をは
じめとする多くの競争的資金
を獲得した。 
①産学官連携での技術開発を
推進するため、平成 26 年度に
土研主導で設立した 2つの技術
研究組合に組合員として参加
し、約 2億 7千万円の予算を獲
得した。 
 
【定量的な観点】 
・獲得件数は、基準値と比較し
て 179％に増加した。 
 
＜課題と対応＞ 
引き続き平成 28 年度以降も、
競争的研究資金等の外部資金
の積極的獲得に取組む。 
 

評定（右にＳ、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄを記入） Ａ 

＜評定に至った理由＞ 

（業務運営の状況、研究開発成果の創出の状況及び将来の成果の創出の期待等を踏まえ、評
定に至った根拠を具体的かつ明確に記載） 
・平成 27 年度において、他の研究機関との連携や内部査読の実施等、研究資金の獲得に向
けた取組を行っている。結果として、戦略的イノベーション創造プログラムにおける 5件の
研究を含めた 61 件、約 2.5 億円の競争的研究資金を獲得しており、件数、金額ともに目標
を大幅に超える競争的資金の獲得状況であり、「研究開発成果の最大化」に向けて、顕著な
取組であると認められる。 
 
＜今後の課題＞ 
（実績に対する課題及び改善方策など） 
・今後も引き続き、競争的資金等外部資金の積極的獲得に取り組むことにより、研究所のポ
テンシャル及び研究者の能力の向上を図るとともに、自己収入の確保に努めること。 
 
＜その他事項＞ 
（審議会の意見を記載するなど） 
・目標を大幅に超える競争的資金を獲得していて、獲得に向けての努力と結果は高く評価で
きるが、昨年度比でみるとあまり伸びていない。また、単独や共同代表に比べると、共同分
担が多い。 
・SIPをはじめとして多くの競争的資金の獲得に成功し、獲得金額、獲得件数ともに目標を
上回っていて優れた実施状況と認められる。 
・競争的資金等の獲得件数、獲得額は、いずれも昨年を上回っており、基準値との比較でも
179％に達している。 
・資金の獲得のための申請書類などについても他機関との連携等、工夫もされたとのことで
あり、その成果が現れており、年度計画は、充分に達成されたものと思う。 
・年々厳しさを増す競争環境の中で、競争的研究資金の獲得金額、採択件数がこれまでの最
高の実績をあげている。 
・競争的資金の獲得件数、獲得金額ともに高く、基準値を大きく超えており、関係者の努力
が認められる。 
・今後は、例えば今回多数を獲得できたＳＩＰなどの大型研究プロジェクトのハブ機関とな
るべく、人材育成や体制づくりもさらに進められたい。 
・土研が保有する研究環境や設備、人材等から考えて、競争的資金獲得において相応のアド
バンテージを有すると考えられるため、いわば獲得出来て当然という考え方もできる。 
・競争資金を獲得しなければできないような研究を適切に絞り込み、効果的に研究を遂行し
ていく必要がある。 
・各種競争的研究資金の獲得では指導・助言(申請書の内部査読やヒヤリング)を実施してい
るが、この指導・助言を受けた人と受けてない人の間には採択率に差があるのか。 
・今後はさらなる研究資金の競争化が進むと見込まれ、より革新的な研究を推進することが
必要になるだろう。 
・SIPプログラムをはじめとする大型研究プロジェクトをサポートする体制づくりを進めて
ほしい。 

 

４．その他参考情報 

（諸事情の変化等評価に関連して参考となるような情報について記載） 
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様式２－１－４－１ 国立研究開発法人 年度評価 項目別評価調書（研究開発成果の最大化その他業務の質の向上に関する事項）様式 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

１（３）① 技術の指導 

関連する政策・施策 ４１．技術研究開発を推進する 当該事業実施に係る根拠（個

別法条文など） 

独立行政法人土木研究所法第 3 条 

当該項目の重要度、難易

度 

 関連する研究開発評価、政策

評価・行政事業レビュー 

４３７，４３８ 

 

２．主要な経年データ 

 主な参考指標情報 ↓基準値は平成 20年～22年の 3年間の平均値、ただし、太字は評価指標  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

  基準値等 23年度 24年度 25年度 26 年度 27年度    23年度 24年度 25年度 26年度 27年度   

技術指導実

績数（件数） 
2,155.33 2,092 2,384 2,419 2,520 2,687 

  予算額（千円） 10,143,811 

の内数 

7,629,244 

の内数 

8,517,003 

の内数 

8,228,498 

の内数 

7,811,082 

の内数 

  

災害派遣数

（延べ数） 
72.33 393 92 72 83 40 

  決算額（千円） 8,236,927 

の内数 

7,537,097 

の内数 

8,879,516 

の内数 

8,476,101 

の内数 

8,612,505 

の内数 

  

         経常費用（千円） 7,469,530 

の内数 

7,081,897 

の内数 

8,412,430 

の内数 

7,433,466

の内数 

7,868,575

の内数 

  

         経常利益（千円） 0 0 0 0 0   

         行政サービス実施コ

スト（千円） 

9,403,981 

の内数 

8,553,830 

の内数 

10,747,049 

の内数 

8,836,071

の内数 

9,296,791

の内数 

  

          従事人員数 331の内数 328の内数 324 の内数 336の内数 325の内数   

注）予算額、決算額は支出額を記載。人件費については共通経費分を除き各業務に配賦した後の金額を記載 

注）四捨五入の関係で、各計数の和が合計と一致しないところがある。 
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３．中長期目標、中長期計画、年度計画、主な評価軸、業務実績等、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中長期目標 中長期計画 年度計画 主な評価軸（評価

の視点）、指標等 

法人の業務実績等・自己評価 主務大臣による評価 

主な業務実績等 自己評価 

  独立行政法人土木
研究所法第１５条に
より国土交通大臣の
指示があった場合の
他、災害その他の技術
的課題への対応のた
め、外部からの要請に
基づき、又は研究所の
自主的判断により、職
員を国や地方公共団
体等に派遣し所要の
対応に当たらせる等、
技術指導を積極的に
展開すること。 

独立行政法人土木
研究所法（平成１１
年法律第２０５号）
第１５条による国
土交通大臣の指示
があった場合は、法
の趣旨に則り、災害
対策基本法（昭和３
６年法律第２２３
号）及び大規模地震
対策特別措置法（昭
和５３年法律第７
３号）に基づき定め
る防災業務計画に
従い土木研究所緊
急災害対策派遣隊
（土研 TEC-FORCE）
を派遣する等、迅速
に対応する。災害時
は国土交通省等の
要請に基づき、防災
ドクターをはじめ
とした専門技術者
を派遣する。そのほ
か、災害を含めた土
木関係の技術的課
題に関する指導、助
言については、技術
指導規程に基づき、
良質な社会資本の
効率的な整備、土木
技術の向上、北海道
開発の推進等の観
点から適切と認め
られるものについ
て積極的に技術指
導を実施する。 

国立研究開発法人土木
研究所法第１５条によ
る国土交通大臣の指
示、あるいは国土交通
省、地方公共団体等か
らの要請に対し、災害
時には防災業務計画及
び業務継続計画（BCP）
に基づき、土木研究所
緊急災害対策派遣隊
(土研 TEC-FORCE)を派
遣する等、迅速かつ確
実に対応する。国土交
通省、地方公共団体等
からの要請に基づき、
防災ドクターをはじめ
とした専門技術者を派
遣する。 
さらに、国土交通省、地
方公共団体等から、災
害を含めた土木関係の
技術的相談を受け、指
導、助言を行うなど、積
極的に技術指導を実施
する。また、北海道開発
の推進等の観点から北
海道内の地方自治体へ
の技術的支援の強化を
目指したホームドクタ
ー宣言や北海道、札幌
市、釧路市との連携・協
力協定に基づき地域の
技術力の向上に貢献す
る。 
このほか、国土交通省、
地方公共団体、公益法
人等からの要請に基づ
く技術委員会への参画
並びに研修・講習会及
び研究発表会の開催等
を推進する。 
 

①行政への技術的支援
が十分に行われている
か 

＜主要な業務実績＞ 
①平成 27 年の関東･
東北豪雨(鬼怒川・渋
井川の堤防決壊等)、
鹿児島県口之永良部
島の噴火、北海道羅臼
町における地すべり
などの災害に対して、
国や地方公共団体か
ら要請を受け継続的
に専門家を延べ 40 名
派遣し、技術的な支援
を行った。 
土木技術に係る諸問
題に対し、技術指導
2,687 件、技術委員会
への参画 1,336 件、研
修等の講師派遣 384
件を実施するなど、現
場における技術的課
題の解決や技術者の
育成等に貢献した。 
①北海道開発の推進
等の観点から、北海道
開発局との共催によ
り現地講習会を 10 箇
所(講演 19 テーマ)で
開催した。また、北海
道開発局および北海
道等と、北海道内の自
治体への技術指導や
災害時の技術的支援
等を目的に締結して
いる連携･協力協定に
基づく活動として、自
治体からの技術相談
に積極的に対応する
などして、地域の技術
力向上に大きく貢献
した。 
 

＜評定と根拠＞ 
評定：Ａ 
【定性的な観点】 
①平成 27年の関東・東北
豪雨における堤防決壊、
鹿児島県口之永良部島
の噴火、北海道羅臼町に
おける地すべり等、数多
くの災害に対して継続
的に専門家を派遣し、行
政への技術的支援を行
った。 
①災害時のみならず、平
常時においても現場で
の技術的課題の解決に
貢献することで、行政に
対して十分な技術的支
援を行った。 
【定量的な観点】 
・技術指導実績数は、基
準値と比較して 125％に
増加した。 
 
＜課題と対応＞ 
引き続き平成 28 年度以
降も、国や地方公共団体
等における災害その他
の技術的課題への対応
のため、職員の派遣等に
より、技術の指導を積極
的に展開する。 
 

評定（右にＳ、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄを記入） Ａ 

＜評定に至った理由＞ 
（業務運営の状況、研究開発成果の創出の状況及び将来の成果の創出の期待等を踏まえ、評定
に至った根拠を具体的かつ明確に記載） 
・平成 27年度において、平常時における技術指導、講師派遣や技術委員会への参画等を行って
いる。加えて、平成 27年度に発生した豪雨による鬼怒川・渋井川の堤防決壊、鹿児島県口之永
良部島の噴火、北海道羅臼町における地すべりなどの災害に研究所の職員を派遣した。特に鬼
怒川の堤防決壊への対応として、現地調査を実施し、調査結果を踏まえた被災原因の究明及び
復旧工法の検討のために必要な調査の技術的助言を行った。その結果、その後の詳細な被災調
査計画の策定や復旧に貢献しており、土木研究所に期待される技術の指導について、十分な成
果をあげていると高く評価できることから、「研究開発成果の最大化」に向けて、顕著な取組で
あると認められる。 
 
＜今後の課題＞ 
（実績に対する課題及び改善方策など） 
・今後も引き続き、国や地方公共団体等へ職員を派遣することにより、技術指導に積極的に取
り組むこと。 
 
＜その他事項＞ 
（審議会の意見を記載するなど） 
・災害時の活躍は特筆に値するが、平常時においても研究成果の社会への普及と技術協力に成
果を上げていて、研究成果の社会還元や最大化から見て高く評価できる。 
・災害時、および平常時の技術指導・支援を行った他、講習会、講演会への講師派遣や、技術
委員会への参画などにより十分に貢献し、優れた実施状況と認められる。 
・平成 27年度に発生した豪雨による鬼怒川・渋井川の堤防決壊等、また、鹿児島県口之永良部
島の噴火、北海道羅臼町における地すべりなどの災害をはじめ、昨年我が国で発生した災害に
職員を派遣し、多くの実績を積み上げており、土木研究所に期待される技術の指導について十
分な成果を上げている。これらの指導は実に有用であり、高く評価されるところである。 
・定量的な技術指導の実績数は 125％となり、気候の変動に伴い、昨今の地震や噴火など災害
数が増加しているわが国において関心も高まっており、その研究成果に対する期待は大きい。
研究開発の成果と将来的にもその成果創出に対する期待が認められる。 
・平成 27 年度においても、数多くの災害に対して地方公共団体等に専門家を派遣し技術的支
援を行っている。 
・平常時においても十分な技術的支援を実施している。技術指導件数が年々増加し、平成 27年
度はこれまでの最高の実績をあげている。 
・全国各地で発生した大災害時のみならず、平常時においても現場での技術的解決に貢献する
など、行政への技術的支援を行い、研究所の使命を十分に果たしたと評価できる。 
・ただこれらの活動に対しての予算手当は必ずしも十分ではないと思われる。明日のための基
盤研究や萌芽研究と小さいパイとの取り合いにならないような配慮と予算手当が必要ではな
いか。 
・引き続き、国や地方公共団体等への技術指導を積極的に行って欲しい。 
・精力的な支援活動は高く評価されるが、一方で、他の研究業務とどうバランスをとるかも、
難しいが、重要な課題であると思われる。 
・今後も継続的に十分な技術指導を行ってほしい。 
・災害支援や技術派遣は土木研究所の特に優れた活動の一つとなっており、年々その要請も大
きい。その一方で職員への負担も大きいため、十分な予算措置と手厚い支援体制を期待する。 
 

 

４．その他参考情報 

（諸事情の変化等評価に関連して参考となるような情報について記載） 
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様式２－１－４－１ 国立研究開発法人 年度評価 項目別評価調書（研究開発成果の最大化その他業務の質の向上に関する事項）様式 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

１（３）② 成果の普及 

関連する政策・施策 ４１．技術研究開発を推進する 当該事業実施に係る根拠（個

別法条文など） 

独立行政法人土木研究所法第 3 条 

当該項目の重要度、難易

度 

 関連する研究開発評価、政策

評価・行政事業レビュー 

４３７，４３８ 

 

２．主要な経年データ 

 主な参考指標情報 ↓基準値は平成 20年～22年の 3年間の平均値、ただし、[ ]は中長期計画で示された目標値、太字は評価指標  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

  基準値等 23年度 24年度 25年度 26 年度 27年度    23年度 24年度 25 年度 26年度 27年度   

査読付論文 
253 256 270 285 320 290 

  
予算額（千円） 

10,143,811 

の内数 

7,629,244 

の内数 

8,517,003 

の内数 

8,228,498 

の内数 

7,811,082 

の内数 

  

講演会等の

来場者数 
1,161.7 1,179 1,254 1,137 1,235 1,752 

  
決算額（千円） 

8,236,927 

の内数 

7,537,097 

の内数 

8,879,516 

の内数 

8,476,101 

の内数 

8,612,505 

の内数 

  

一般公開開

催数 
〔2〕 4 5 5 5 5 

  
経常費用（千円） 

7,469,530 

の内数 

7,081,897 

の内数 

8,412,430 

の内数 

7,433,466

の内数 

7,868,575

の内数 

  

講演会の開

催数 
3 3 3 3 3 5 

  
経常利益（千円） 0 0 0 0 0 

  

技術展示等

出展件数 
9 8 9 12 18 19 

  行政サービス実施コ

スト（千円） 

9,403,981 

の内数 

8,553,830 

の内数 

10,747,049 

の内数 

8,836,071

の内数 

9,296,791

の内数 

  

 

通年の施設

公開見学者

数 

2,870.33 2,534 2,513 2,454 2,872 2,793 

  

従事人員数 331の内数 328の内数 324 の内数 336の内数 325の内数 

  

注）予算額、決算額は支出額を記載。人件費については共通経費分を除き各業務に配賦した後の金額を記載 

注）四捨五入の関係で、各計数の和が合計と一致しないところがある。 
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３．中長期目標、中長期計画、年度計画、主な評価軸、業務実績等、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中長期目標 中長期計画 年度計画 主な評価軸（評

価の視点）、指

標等 

法人の業務実績等・自己評価 主務大臣による評価 

主な業務実績等 自己評価 

  （１）①の重点的研

究開発の成果の他、

（１）②の基盤的な研

究開発等を通じて得

られた重要な成果に

ついては、国が実施す

る関連行政施策の立

案や技術基準の策定

等の業務に容易に活

用しうる形態により

とりまとめること。 

 また、成果の効果的

な普及のため、国際会

議も含め関係学会で

の報告、内外学術誌で

の論文掲載、成果発表

会、メディアへの発表

を通じて技術者のみ

ならず広く国民への

情報発信を行い、外部

からの評価を積極的

に受けること。併せ

て、成果の電子データ

ベース化やインター

ネットの活用により

研究開発の状況、成果

を広く提供すること。 

ア）技術基準及びその関連資料の作成への

反映等 

（１）の研究活動及び（３）①の技術指導か

ら得られた成果のうち重要なものについて

は、行政による技術基準の策定やその関連

資料の作成、国、地方公共団体、民間等が行

う建設事業や業務等に関連する技術資料の

作成に積極的に反映するとともに、必要に

より研究所自ら土木研究所報告、土木研究

所資料をはじめとする各種の資料や出版物

としてとりまとめる。 

イ）論文発表等 

研究成果については、学会での論文発表の

ほか、査読付き論文等として関係学会誌、そ

の他専門技術誌への投稿、インターネット

の活用等により積極的に周知、普及に努め

る。 

ウ）国民向けの情報発信、国民との対話、戦

略的普及活動の展開等 

プロジェクト研究をはじめとする重要な研

究については、公開の成果発表会の開催、メ

ディアへの発表を通じ、積極的に技術者の

みならず国民向けの情報発信を行う。また、

研究所の研究成果発表会、講演会等を開催

し、内容を充実させ、国民との対話を促進す

る。さらに研究開発の状況、成果を中期目標

期間内のできる限り早期にインターネット

の活用等により電子情報として広く提供す

る。インターネットによる図書検索・論文検

索システム及びレファレンスサービスを充

実することにより一層の利便性向上を図

る。 

特に、積雪寒冷に適応した社会資本整備に

係わる研究開発成果については、その他の

活用可能な地域に対する普及のための活動

を積極的に実施する。 

また、一般市民を対象とした研究施設の一

般公開をつくばと札幌においてそれぞれ年

１回実施するとともに、その他の構外施設

等についても随時一般市民に公開するよう

努める。 

 研究開発された新たな工法や設計法、調

査法、装置、材料等については、毎年度、技

術の内容等を検討し、適用の効果や普及の

見通し等が高いと認められるものを、重点

的に普及を図るべき技術として選定すると

ともに、効果的な普及方策を立案して戦略

的に普及活動を展開する。 

ア）技術基準及びその関連資料の作成への反映等 

研究開発や技術指導等から得られた成果の活用とし

て、行政や関係機関による技術基準やその関連資料の

策定作業に積極的に参画する。さらに、国、地方公共

団体、民間等が行う建設事業や業務等に関連する技術

資料の作成に反映されるよう研究等の成果を取りまと

め、マニュアルやガイドライン等としての発刊やホー

ムページ上での公表など、関係機関に積極的に提供す

る。 

研究所の研究成果については、逐次、土木研究所報告、

土木研究所資料、共同研究報告書、寒地土木研究所月

報等として取りまとめ発刊する。 

イ）論文発表等 

研究開発の成果については、論文として取りまとめ、

学会等に発表するほか、査読付き論文として国内外の

学会誌、論文集、その他専門技術雑誌に積極的に投稿

することにより周知・普及を図る。 

また、研究所が学会誌等に発表した論文については、

研究所ホームページ上で公開し研究成果の周知・普及

に努める。 

ウ）国民向けの情報発信、国民との対話、戦略的普及

活動の展開等 

国立研究開発法人に移行したことを情報発信しつつ、

引き続き以下の取組を進める。プロジェクト研究をは

じめとする重要な研究や研究所の刊行物については、

その成果をホームページ上で公表する。また、主要な

研究成果等については積極的にメディア上への情報発

信を行うとともに、公開可能な実験等についても適宜

記者発表することにより外部へアピールする。 

研究所講演会等の研究成果報告会については、専門家

だけでなく一般にも分かりやすい講演となるよう内容

を吟味し、東京と札幌において実施する。 

科学技術週間（４月）、国土交通 Day（７月）、土木の

日（１１月）等の行事の一環等により、一般市民を対

象とした研究施設の一般公開をつくばと札幌において

実施する。また、ホームページ上で一般市民向けに、

研究活動・成果を分かりやすく紹介する情報発信を行

う。 

研究開発された新たな工法や設計法、調査法、装置、

材料等の新技術については、適用の効果や普及の見通

し等が高いと認められるものを、「重点的に普及を図

るべき技術」として選定するとともに、効果的な普及

方策を検討・整理する。それらに基づき、研究開発成

果の最大化に向けて、講演・展示技術相談を行う新技

術ショーケースを東京、札幌及び他の地域において共

同研究者の参画も得て開催するのをはじめ、普及のた

めの活動を積極的に実施する。 

①研究成果を技術基

準等へ積極的に反映

するとともに、関係学

会での発表等による

成果普及を積極的に

推進しているか。 

②【アウトリーチ・理

解増進の観点】社会に

向けて、研究・開発の

成果や取組の科学技

術的意義や社会経済

的価値を分かりやす

く説明し、社会から理

解を得ていく取組を

積極的に推進してい

るか。 

＜主要な業務実績＞ 

①ア）技術基準等の策

定･改定に際し、土木研

究所の研究成果が 14 件

(うち 10 件は他機関が

発行)の技術基準等に反

映された。土木研究所の

取組みの結果が早期に

技術基準等へと反映さ

れたことで、より安全な

社会資本の整備や維持

管理に貢献した。 

①イ）論文については、

研究成果を論文として

とりまとめ、学会等に発

表するなど、査読付論文

290 件を国内外の学会

誌、論文集、その他専門

技術雑誌への積極的な

投稿を行う等、研究成果

の周知･普及を図った。 

②ウ）研究成果の周知・

普及においては、所内の

広報委員会で承認され

た年度毎の広報計画に

基づき、研究成果をホー

ムページで公表したほ

か、各地でショーケース

や報告会等を積極的に

行った。 

・また、メディアへの情

報発信についても記者

発表や災害調査状況報

告を積極的に行い、ニュ

ース番組等に数多く取

り上げられた。 

講演会については、土木

研究所講演会や寒地土

木研究所講演会等を開

催し、計 1,752人の方々

にご来場頂いた。その

他、一般市民を対象とし

た計 5 回の一般公開や

施設見学も行う等、土木

研究所の取組みへの理

解増進に努めた。 

＜評定と根拠＞ 

評定：Ａ 

【定性的な観点】 

①研究成果を総点検

実施要領等、各種技

術基準等へ積極的に

反映させており、成

果普及を積極的に推

進した。なお、他機関

が発行する技術基準

等への反映件数は

H26の 7件から約 1.4

倍の 10 件と増加し

た。 

②一般公開や講演

会、施設見学等を数

多く行うことで、社

会から理解を得てい

く取組を積極的に推

進した。 

 

【定量的な観点】 

・査読付論文は、基

準 値 と 比 較 し て

115％に増加した。 

・講演会等の来場者

数は、基準値と比較

して 151％に増加し

た。 

・一般公開開催数

は、目標値を大きく

上回る 250％に増加

した。 

 

＜課題と対応＞ 

引き続き平成 28 年

度以降も、研究開発

成果を、国が実施す

る関連行政施策の立

案や技術基準の策定

等の業務に容易に活

用することができる

ようとりまとめると

ともに、成果の国へ

の報告等により、そ

の成果普及を推進す

る。 

 

評定（右にＳ、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄを記入） Ａ 

＜評定に至った理由＞ 

（業務運営の状況、研究開発成果の創出の状況及び将来の成果の創出

の期待等を踏まえ、評定に至った根拠を具体的かつ明確に記載） 

・平成 27 年度においては、290 の査読付論文の発表、1752 人の講演

会等の来場者数、5 回の一般公開を開催しており、基準値を上回って

いる。このように技術者、研究者、一般市民それぞれに向けた成果発

表が、目標値を上回るペースで着実に行われている。また、台風 11号

での現地調査及び会見がテレビで放映される等、メディアへの情報発

信もなされていることから、「研究開発成果の最大化」に向けて、顕著

な取組として認められる。 

 

＜今後の課題＞ 

（実績に対する課題及び改善方策など） 

・今後も引き続き、技術基準への反映や論文発表等を行い、国民へ情

報発信することにより、成果の普及を図ること。 

 

＜その他事項＞ 

（審議会の意見を記載するなど） 

・発表論文総数は多く、査読付き論文に占める英文論文の比率も 1/3

程度と高いことも評価できる。 

・技術基準の策定、学術論文、一般公開やメディアへの情報発信など、

技術者、研究者、一般市民それぞれに向けた成果発表が、目標値を上

回るペースで着実に行われた。 

・査読付論文の数は、昨年からやや数を落としているものの基準値と

比較して 115％に増加、講演会への来場者数や施設見学者の数も増え、

定量的な観点からは、顕著な成果を認めることができる。技術基準等

の策定･改定に際し、土木研究所の研究成果が 14件の技術基準等に反

映された等、成果の普及として、顕著な成果の創出をしていると認め

られる。 

・社会的に価値のある成果をわかりやすく、使いやすく取りまとめる

ことの必要性は大いにあり、その成果を十分に挙げていると評価す

る。 

・専門技術雑誌への投稿に加えて Webやメディアなどを活用し研究成

果の周知・普及に着実に取り組んでいる。 

・一般市民向けの活動も積極的に展開されている。講演会の来場者数

や施設見学者数の増加も評価できる。研究の面白さ、有用性などをさ

らにアピールしていただきたい。 

・実務に近い応用研究が多く実施されている現況から考えて、査読付

き論文よりもむしろ学会やセミナーの口頭発表が成果の場として期

待されると思われる。評価指標の一つに加えてみてはどうか。 

・査読付き論文は、「社会的要請の高い課題への重点的・集中的な対

応」、「基盤的な研究開発の計画的な推進」といった研究内容の成果の

項目とも関係が深いと思われる。 

・成果の普及は、研究所としての本来の使命であり、今後も着実に取

り組んでほしい。 

・積極的な国際的な研究協力・人材交流などの優れた取り組みがある

のに対し、成果の発表はいまだ日本語中心である。アジアの土木技術

のトップ研究所として英語による成果発信もさらに拡充して頂きた

い。 

 

４．その他参考情報 

（諸事情の変化等評価に関連して参考となるような情報について記載） 
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様式２－１－４－１ 国立研究開発法人 年度評価 項目別評価調書（研究開発成果の最大化その他業務の質の向上に関する事項）様式 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

１（３）③ 知的財産の活用促進 

関連する政策・施策 ４１．技術研究開発を推進する 当該事業実施に係る根拠（個

別法条文など） 

独立行政法人土木研究所法第 3 条 

当該項目の重要度、難易

度 

 関連する研究開発評価、政策

評価・行政事業レビュー 

４３７，４３８ 

 

２．主要な経年データ 

 主な参考指標情報 ↓基準値は平成 20年～22年の 3年間の平均値、ただし、太字は評価指標  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

  基準値等 23年度 24年度 25年度 26 年度 27年度    23年度 24年度 25年度 26年度 27年度   

知的財産収

入（万円） 
3,076 2,671 4,429 4,260 3,418 2,619 

  
予算額（千円） 

10,143,811 

の内数 

7,629,244 

の内数 

8,517,003 

の内数 

8,228,498 

の内数 

7,811,082 

の内数 

  

実施契約率

（%） 
19.73 24.4 30.0 31.5 33.2 37.9 

  
決算額（千円） 

8,236,927 

の内数 

7,537,097 

の内数 

8,879,516 

の内数 

8,476,101 

の内数 

8,612,505 

の内数 

  

権利取得数 23 18 30 16 12 11   
経常費用（千円） 

7,469,530 

の内数 

7,081,897 

の内数 

8,412,430 

の内数 

7,433,466

の内数 

7,868,575

の内数 

  

         経常利益（千円） 0 0 0 0 0   

         行政サービス実施コ

スト（千円） 

9,403,981 

の内数 

8,553,830 

の内数 

10,747,049 

の内数 

8,836,071

の内数 

9,296,791

の内数 

  

          従事人員数 331の内数 328の内数 324 の内数 336の内数 325の内数   

注）予算額、決算額は支出額を記載。人件費については共通経費分を除き各業務に配賦した後の金額を記載 

注）四捨五入の関係で、各計数の和が合計と一致しないところがある。 
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３．中長期目標、中長期計画、年度計画、主な評価軸、業務実績等、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中長期目標 中長期計画 年度計画 主な評価軸（評

価の視点）、指

標等 

法人の業務実績等・自己評価 主務大臣による評価 

主な業務実績等 自己評価 

 成果に関する知的財
産権は、保有する目的
を明確にして、必要な
権利の確実な取得や
登録・保有コストの削
減等により適切な維
持管理を図るととも
に、普及活動に取り組
み活用促進を図るこ
と。 

業務を通じて創造
された知的財産に
ついては、知的財産
ポリシーに基づき、
知的財産権を保有
する目的を明確に
した上で、当該目的
を踏まえつつ、土木
研究所として必要
な権利を確実に取
得するとともに、不
要な権利を処分す
ることにより登録・
保有コストの削減
等を図り、保有する
知的財産権を適切
に維持管理する。ま
た、知的財産権の活
用状況等を把握し
活用促進方策を積
極的に実施するこ
とにより、知的財産
権の実施件数や実
施料等の収入の増
加を図る。 

業務を通じて新た
に創造された知的
財産については、知
的財産委員会での
審議を経て、研究所
として必要な権利
を確実に取得でき
るよう措置する。保
有する知的財産権
については、権利維
持方針に基づき、不
要な権利の放棄を
含めて適切に維持
管理する。 
また、未活用特許等
の活用を図るため
の新たな制度を創
設するとともに、知
的財産権活用促進
事業の活用や、新技
術ショーケースで
の技術情報の提供
等をはじめ、各権利
の効果的な活用促
進方策を立案して
積極的に実施する
ことにより、知的財
産権の実施件数や
実施料等の収入の
増加に努める。 
さらに、研究所の業
務で生じた成果物
等の管理の適正化
を図るため、新たな
規程等の必要性等
を検討する。 

①【科学技術イノベ
ーション創出・課題
解決のためのシス
テムの推進の観点】
知的財産権の取得・
管理・活用は適切に
なされているか 

＜主要な業務実績＞ 
①土木研究所として必
要な権利を確実に取得
するため、知的財産委員
会で十分審議を行い、必
要な手続き等を進める
ことにより知的財産権
を取得することができ
た。 
①知的財産権の一元管
理を行うパテントプー
ル契約制度を活用した。 
①権利の適切な維持管
理を図るため、権利維持
方針に基づいて関係者
間の調整を行い、権利維
持あるいは権利放棄の
ための必要な手続き等
を進めることにより維
持管理の経費を削減し
た。 
さらに、権利の活用促進
を図るため、新技術ショ
ーケースや新技術セミ
ナー、現場見学会等の普
及活動を含めた活用促
進方策を立案して積極
的に実施するとともに、
知的財産権活用促進事
業を積極的に活用し、研
究チーム等と協力して
事業実施に取組んだこ
と等により、平成 27年度
において知的財産に関
わ る 実 施 契 約 率 は
37.9％となり、知的財産
権全体で約 26 百万円の
収入を得ることができ
た。 
 

＜評定と根拠＞ 
評定：Ｂ 
【定性的な観点】 
①パテントプール契約制度の採
用等適切な知的財産権の取得・管
理・活用を行い、実施契約率の向
上につながっている。 
また、共有権利者とともに、課題
解決や普及活動を実施した。さら
に、平成 26 年度に、試行的に立
ち上げた「実施者募集制度」を、
平成 27 年度から本格的に運用開
始するなど、新規契約を増やす取
組みをしており、実施契約率の増
加にも繋がった。 
【定量的な観点】 
・知的財産を適切に活用したこ
とで、知的財産収入は、基準値と
比較して 85%と減少したが、実施
契約率は、基準値と比較して
192％に増加した。 
 
＜課題と対応＞ 
引き続き平成 28 年度以降も、知
的財産の確保・管理について、土
木研究所知的財産ポリシーに基
づき、知的財産を保有する目的を
明確にして、必要な権利の確実な
取得を図るとともに、不要な権利
の削減により保有コストの低減
に努める等適切な維持管理を図
る。 

評定（右にＳ、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄを記入） Ｂ 

＜評定に至った理由＞ 
（業務運営の状況、研究開発成果の創出の状況及び将来の成果の創出の期待等を踏まえ、
評定に至った根拠を具体的かつ明確に記載） 
・平成 27 年度においては、知的財産の実施契約率が第 3 期中長期期間中最高の 37.9％と
なる等、知的財産権の管理と活用が適切に行われていることから、「研究開発成果の最大
化」に向けて、着実な取組状況であると認められる。 
 
＜今後の課題＞ 
（実績に対する課題及び改善方策など） 
・知的財産権を保有する目的を明確にして、不要な権利を放棄する等、適切な管理を図る
こと。また、実施契約率を向上させる等、知的財産の活用促進を積極的に図ること。 
 
＜その他事項＞ 
（審議会の意見を記載するなど） 
・目標を高い水準でクリアしており、評価できる。また活用を考えてのパテントプール制
の導入により、見かけ上は収入が減っていることも研究成果の最大化を考えたうえでの意
思決定であったと評価する。 
・研究開発法人の成果の最大化に向けて、成果の創出がなされていると認められる。 
・知的財産権の一元管理を行う契約制度を活用し、取得・管理・活用を行っている。 
・特許権の放棄により維持管理費の削減に努めている。 
・実施契約率は、基準値と比較して大幅な増加をしている。 
・知的財産収入は年度によってばらつきがあるのは致し方ないと考えられる。実施契約率
は上昇しており、着実な成果が認められる。 
・知的財産の実施契約率の向上など知的財産権の管理と活用が適切に行われている。 
・今後は、目標値そのものについての議論を、研究成果の最大化とそれに関わるビジョン
とも絡めて議論すべきであると考える。 
・知的財産収入と取得維持管理費の関係は、知的財産を保有する目的とも密接に関係する。
目的を明確にする必要がある。 
・知的財産の取得及び普及は、業界全体のメリットとなることから、今後も積極的に推進
して頂きたい。 
 

 

４．その他参考情報 

（諸事情の変化等評価に関連して参考となるような情報について記載） 
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様式２－１－４－１ 国立研究開発法人 年度評価 項目別評価調書（研究開発成果の最大化その他業務の質の向上に関する事項）様式 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

１（４） 土木技術を活かした国際貢献 

関連する政策・施策 ４１．技術研究開発を推進する 当該事業実施に係る根拠（個

別法条文など） 

独立行政法人土木研究所法第 3 条 

当該項目の重要度、難易

度 

 関連する研究開発評価、政策

評価・行政事業レビュー 

４３７，４３８ 

 

２．主要な経年データ 

 主な参考指標情報 ↓基準値は平成 20 年～22 年の 3 年間の平均値、ただし、太字は評価指標  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

  基準値等 23年度 24年度 25年度 26 年度 27年度    23年度 24年度 25年度 26年度 27年度   

海外への派遣

依頼 
52.33 60 93 90 90 85 

  
予算額（千円） 

10,143,811 

の内数 

7,629,244 

の内数 

8,517,003 

の内数 

8,228,498 

の内数 

7,811,082 

の内数 

  

研修受講者数 
295.33 343 410 379 433 355 

  
決算額（千円） 

8,236,927 

の内数 

7,537,097 

の内数 

8,879,516 

の内数 

8,476,101 

の内数 

8,612,505 

の内数 

  

修士・博士修了

者数 
9.67 12 19 14 13 15 

  
経常費用（千円） 

7,469,530 

の内数 

7,081,897 

の内数 

8,412,430 

の内数 

7,433,466

の内数 

7,868,575

の内数 

  

ICHARM 

NEWS 

LETTER 発

行回数 

4 4 4 4 4 4 

  

経常利益（千円） 0 0 0 0 0  

 

         行政サービス実施コ

スト（千円） 

9,403,981 

の内数 

8,553,830 

の内数 

10,747,049 

の内数 

8,836,071

の内数 

9,296,791

の内数 

  

          従事人員数 331の内数 328の内数 324 の内数 336の内数 325の内数   

注）予算額、決算額は支出額を記載。人件費については共通経費分を除き各業務に配賦した後の金額を記載 

注）四捨五入の関係で、各計数の和が合計と一致しないところがある。 
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３．中長期目標、中長期計画、年度計画、主な評価軸、業務実績等、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中長期目標 中長期計画 年度計画 主な評価軸

（評価の視

点）、指標等 

法人の業務実績等・自己評価 主務大臣による評価 

主な業務実績等 自己評価 

 我が国特有の
自然条件や地
理的条件等の
下で培った土
木技術を活用
し 、 産 学 官
各々の特性を
活かした有機
的な連携を図
りつつ、世界
各地の状況に
即して、成果
の国際的な普
及や規格の国
際標準化への
支援等を行う
ことにより、
アジアをはじ
めとした世界
への貢献に努
めること。 

①土木技術による国際貢献 
国土交通省、国際協力機構、外国
機関等からの派遣要請に応じ、諸
外国での水災害、土砂災害、地震
災害等からの復旧に資する的確
な助言や各種調査・指導を行う。
また、産学官各々の特性を活かし
た有機的な連携を図りつつ、技術
移転が必要な発展途上国や積雪
寒冷な地域等その国や地域の状
況に応じて、我が国特有の自然条
件や地理的条件等の下で培った
土木技術を活用した、アジアをは
じめとした世界各国の社会資本
の整備・管理への国際貢献を実施
する。その際、社会資本の整備・
管理を担う諸外国の人材育成、国
際貢献を担う所内の人材育成に
も積極的に取り組む。これまでの
知見を活かし、土木技術の国際標
準化への取組も実施する。さら
に、大規模土砂災害に対する対策
技術、構造物の効率的な補修・補
強技術、都市排水対策技術など日
本における「安全・安心」等の土
木技術を、アジアをはじめ世界各
国へ国際展開するための研究活
動を強化する。 
②水災害・リスクマネジメント国
際センター（ICHARM）による国際
貢献 
水関連災害とその危機管理に関
しては、国際連合教育科学文化機
関（ユネスコ）の賛助する水災害
の危険及び危機管理のための国
際センターの運営に関するユネ
スコとの契約に基づき、センター
の運営のために必要となる適当
な措置をとる。その上で、ICHARM
アクションプランにより、短時間
急激増水に対応できる洪水予測
技術、人工衛星による広域災害の
範囲・被害規模把握技術の開発
等、世界の水関連災害の防止・軽
減のための研究・研修・情報ネッ
トワーク活動を一体的に推進す
る。その際、国内外の関連機関及
び研究プロジェクト等との積極
的な連携及び国際公募による外
国人研究者の雇用を行う。 

国土交通省、外国機関等からの派遣要請に応じて諸外国
における水災害・土砂災害・地震災害等からの復旧のた
めの的確な助言や各種技術調査・指導を行うとともに、
独立行政法人国際協力機構(JICA)等からの要請に応じ、
集団研修・地域別研修・国別研修等を通じて発展途上国
の研究者・行政実務者等の技術指導・育成を行い、我が
国特有の自然条件や地理的条件等の下で培った土木技術
を活用し、アジアをはじめとした世界各国の社会資本の
整備・管理への国際貢献を実施する。 
また、世界道路協会(PIARC)技術委員会、災害リスク統合
研究(IRDR)科学委員会、常設国際道路気象委員会等の国
際委員会における常任・運営メンバーとして責務を果た
すとともに、職員を世界道路会議、世界トンネル会議、
国際大ダム会議、国際水理学会等の国際会議に参加させ、
研究成果の発表・討議を通じて研究開発成果を国際展開
するための研究活動を強化する。 
さらに、これまでの知見を活かし、国際標準化機構(ISO)
の国内外での審議に参画すること等により、土木技術の
国際標準化への取組を実施する。 
ICHARMに関する日本政府とユネスコとの合意に基づき、
世界の水関連災害の防止･軽減に貢献するため、「革新的
な研究」と「効果的な能力育成」を両輪としながら、世
界中に「効率的な情報ネットワーク」を構築し、「現地
での実践活動」を推進する。その際、国内外の関連機関
及び研究プロジェクト等との積極的な連携を図る。 
「研究」面では、関係機関と協調しながら、プロジェク
ト研究や文部科学省「創生プログラム」などを通じて、
水災害関連分野のハザード及びリスクに関する技術の向
上及び知見の蓄積を進めるとともに、成果の積極的な公
表に努める。 
 「能力育成」面では、政策研究大学院大学と独立行政
法人国際協力機構との連携のもと、修士課程「防災政策
プログラム 水災害リスクマネジメントコース」を円滑
に実施するとともに、博士課程「防災学プログラム」に
おける水災害に関する指導者の育成に努める。また、そ
の他短期研修や帰国研修生に対するフォローアップ活動
を継続して実施する。 
 「情報ネットワーク」面では、４月に韓国で開催され
る「第７回世界水フォーラム」でのセッション開催など
を通じ、ICHARM のプレゼンスを世界に高めるとともに人
的ネットワーキングの構築に努める。 
「現地での実践活動」面では、アジア開発銀行の支援に
より平成２６年度から開始した「都市管理に関する技術
移転（TA8456）」を継続して実施するとともに、ユネス
コ要請プロジェクト（パキスタン洪水予警報及び洪水管
理能力の戦略的強化）の第二フェーズを開始する。  
その他、ICHARM の中期プログラムやワークプランなどを
２年に１回審査・採択頂く「ICHARM 運営理事会」の第二
回目を開催する。 

①土木技術に
よるアジア等
への国際貢献
がなされてい
るか 
②【国際的観
点】国際的なプ
ロジェクトへ
の貢献がなさ
れているか 

＜主要な業務実績＞ 
①他機関からの要請によ
る海外派遣や国際機関の
メンバーとしての活動を
多数行っている。独立行政
法人国際協力機構（JICA）
等からの依頼に対して、の
べ 85 名の短期調査団員･
短期専門家を派遣した。 
ネパール大地震では、JICA
が派遣するネパール国復
興調査団のメンバーとし
て約 2.5 ヵ月間現地に派
遣され、震災復興に貢献し
た。 
JICA 等からの要請に基づ
き、平成 27 年度は 355 名
の研修生を受入れた。 
 
①修士課程「防災政策プロ
グラム」・博士課程「防災学
プログラム」で合計 15 名
の修了生を輩出した。 
①研修生を対象としたフ
ォローアップ研修を開催
し、技術支援を行うととも
に人的ネットワークを強
化した。 
②情報ネットワーク活動
面では、台風委員会やアジ
ア土木学協会連合協議会
技術委員会などを通じた
国際活動への貢献、国連水
と災害に関する特別会合
への積極的関与による世
界の水災害軽減への貢献、
4件の ICHARM NEWS Letter
の発刊などを行った。 
②ユネスコ－パキスタン
プロジェクト(第 2 期)の
実施など、様々な活動を実
施するとともに、数多くの
国際会議で水災害に関す
るセッションの運営や研
究成果の発表を行う等、水
災害の分野において大き
な国際貢献を果たすこと
ができた。 

＜評定と根拠＞ 
評定：Ａ 
【 定 性 的 な 観
点】 
①研修生を対象
としたフォロー
アップ研修の実
施等アジアをは
じめとする海外
の技術力向上に
貢献した。 
②ユネスコ・パ
キスタンプロジ
ェクト(第 2 期)
の実施等、国際
的なプロジェク
トへ貢献した。 
 
【 定 量 的 な 観
点】 
・海外への派遣
依頼は、基準値
と 比 較 し て
162％に増加し
た。 
・研修受講者数
は、基準値と比
較して 120％に
増加した。 
・修士・博士コー
ス修了者数は、
基準値と比較し
て 155％に増加
した。 
 
＜課題と対応＞ 
引き続き平成 28
年度以降も、ア
ジアをはじめと
した世界への貢
献を目指して、
国際標準化をは
じめ成果の国際
的な普及のため
の 取 組 み を 行
う。 

評定（右にＳ、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄを記入） Ａ 
＜評定に至った理由＞ 
（業務運営の状況、研究開発成果の創出の状況及び将来の成果の創
出の期待等を踏まえ、評定に至った根拠を具体的かつ明確に記載） 
・平成 27 年度において、海外への講師派遣、JICA 等からの要請に
対する研修生の受け入れ、ICHARM の国際会議における国際的なプロ
ジェクトへの貢献及び水災害に関する積極的参与による国際貢献
を行ったことは高く評価できる。特に基準値と比較して、海外への
派遣依頼は 162％、研修受講者数は 120％、修士・博士コース修了者
数は 155％となっており、「研究開発成果の最大化」に向けて、顕著
な取組であると認められる。 
 
＜今後の課題＞ 
（実績に対する課題及び改善方策など） 
・今後も引き続き、土木技術による国際貢献と ICHARM による国際
貢献を行うこと。 
 
＜その他事項＞ 
（審議会の意見を記載するなど） 
・ICHARM の活動は高い水順で推移している。そのほかにも、国際機
関との協働なども活発であり、国際貢献は高く評価できる。 
・JICAからの研修生受け入れ、ICHARMの活動を通して、継続的に国
際貢献している点が顕著な成果と認められる。 
・海外への派遣依頼は、基準値と比較して 162％に増加、研修受講
者数も同様に 120％に増加、修士・博士コース修了者数も同様に
155％に増加するなど、国際的なプロジェクトへの貢献として、定量
的な点は、顕著な成果の創出といえる。水災害リスクマネジメント
国際センターICHARM については従前から高い国際貢献が認められ
るところであるが、今年度も ICHARM NEWS Letter の発刊をはじめ
継続した活動が行われていることも評価できるところである。 
・研修生を対象としたフォローアップ研修の実施等、アジアをはじ
めとする海外の技術力向上に大いに貢献している。 
・ネパール大地震では、現地に赴き、震災復興に大いに貢献した。 
・海外への講師派遣、研修受講者数、コース終了者数は、基準値と
比較し、いずれも大きく上回っている。また、ネパール大地震では
復興調査団のメンバーとして、震災復興に貢献したと評価できる。 
・今後は、水害･水分野をリードモデルとして他の分野の国際活動と
貢献を期待したい。 
・ICHARMの国際研究ハブとしての認知を高めるべくさらに推進され
たい。 
・土研のポテンシャルから考えるとなお一層の海外展開が期待でき
る。今後、防災やインフラ維持管理の分野でも積極的な国際展開を
考えるべきである。 
・アジアだけでなく、更に広範囲での活躍を期待する。 
・海外の同種の研究機関に対等できる研究推進に期待したい。 
・防災部門や ICHARM だけでなく、他の部門にも、より積極的な国際
貢献が望まれる。 
・素晴らしい国際活動を継続的に推進するため、英語に対応した事
務体制や、博士号取得者の任期が無い職員への新規採用など、適切
な人材確保をさらに強化して欲しい。 

 

４．その他参考情報 

（諸事情の変化等評価に関連して参考となるような情報について記載） 
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様式２－１－４－１ 国立研究開発法人 年度評価 項目別評価調書（研究開発成果の最大化その他業務の質の向上に関する事項）様式 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

１（５） 技術力の向上、技術の継承及び新技術の活用促進への貢献 

関連する政策・施策 ４１．技術研究開発を推進する 当該事業実施に係る根拠（個

別法条文など） 

独立行政法人土木研究所法第 3 条 

当該項目の重要度、難易

度 

 関連する研究開発評価、政策

評価・行政事業レビュー 

４３７，４３８ 

 

２．主要な経年データ 

 主な参考指標情報 ↓基準値は平成 20 年～22 年の 3 年間の平均値、ただし、太字は評価指標  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

  基準値等 23年度 24年度 25年度 26 年度 27年度    23年度 24年度 25年度 26年度 27年度   

講習会開催

数 
10 10 10 10 10 10 

  
予算額（千円） 

10,143,811 

の内数 

7,629,244 

の内数 

8,517,003 

の内数 

8,228,498 

の内数 

7,811,082 

の内数 

  

新技術活用

率（%） 
33.3 34.1 39.0 41.4 45.8 44.5 

  
決算額（千円） 

8,236,927 

の内数 

7,537,097 

の内数 

8,879,516 

の内数 

8,476,101 

の内数 

8,612,505 

の内数 

  

         
経常費用（千円） 

7,469,530 

の内数 

7,081,897 

の内数 

8,412,430 

の内数 

7,433,466

の内数 

7,868,575

の内数 

  

         経常利益（千円） 0 0 0 0 0   

         行政サービス実施コ

スト（千円） 

9,403,981 

の内数 

8,553,830 

の内数 

10,747,049 

の内数 

8,836,071

の内数 

9,296,791

の内数 

  

          従事人員数 331の内数 328の内数 324 の内数 336の内数 325の内数   

注）予算額、決算額は支出額を記載。人件費については共通経費分を除き各業務に配賦した後の金額を記載 

注）四捨五入の関係で、各計数の和が合計と一致しないところがある。 
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３．中長期目標、中長期計画、年度計画、主な評価軸、業務実績等、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中長期目標 中長期計画 年度計画 主な評価軸

（評価の視

点）、指標等 

法人の業務実績等・自己評価 主務大臣による評価 

主な業務実績等 自己評価 

  国土交通省等にお
ける技術力の向上及
び適切な技術の継承
に貢献すること。ま
た、国土交通省の公
共工事等における新
技術の活用促進の取
組に積極的に貢献す
ること。 
 事業実施における
技術的課題の解決の
ため、国土交通本省、
地方整備局及び北海
道開発局等からの委
託を受けて研究開発
を確実に実施するこ
と。 

国土交通省等における技術力を向
上し、また適切に技術の継承を行
うため、研究所においては国土交
通省等との人事交流等により受け
入れた技術者を戦略的に育成す
る。 
 また、１．（３）の技術の指導及
び研究成果の普及を通じて積極的
に外部への技術移転を行うととも
に、地方整備局等の各技術分野の
専門技術者とのネットワークを活
用して、関連する技術情報等を適
切な形で提供すること、国等の職
員を対象にした講習会の開催等に
より、社会資本整備に関する技術
力の向上及び技術の継承に貢献す
るよう努める。 
 さらに研究所地域支援機能の強
化を行い、地方公共団体等からの
要請に基づき、技術者の育成を図
り、地域の技術力の向上に寄与す
る。 
 これまで蓄積してきた土木研究
所の知見を研究者・技術者へ伝え、
更には所内の若手研究者育成のた
め、土木技術に関するナレッジデ
ータベースを構築し、活用する。 
 また、国土交通省が進める公共
工事等における新技術活用システ
ムに対し、制度の適切な運用や改
善に向けての支援を行うととも
に、国土交通省の地方整備局等が
設置する新技術活用評価会議に職
員を参画させ、さらに、研究所内に
組織した新技術活用評価委員会に
おいて地方整備局等から依頼され
る技術の成立性等の確認を行うこ
と等により積極的に貢献する。 
 １．（３）に示す研究成果の普及
を通じて研究所の研究開発ポテン
シャルに対する外部からの評価を
高めることにより、国土交通本省、
地方整備局、北海道開発局等から、
事業実施における技術的問題の解
決のために必要となる試験研究を
受託し、確実に実施する。 
 

国土交通省等における技術力を向
上し、また適切に技術の継承を行
うため、国土交通省等との人事交
流等により受け入れた技術者を戦
略的に育成する。 
 また、地方整備局等の各技術分
野の専門技術者とのネットワーク
を活用して、電子メールでの発信
や会議の開催等により、関連する
技術情報等を適切な形で提供する
とともに、国等の職員を対象にし
た講習会の開催等により外部への
技術移転を行う。 
 さらに、地方公共団体、公益法人
等からの要請等に基づき技術相談
を実施するとともに、地域の技術
力の向上に寄与する。また、地域に
おける産学官の技術者の交流及び
連携等を図る場として、技術者交
流フォーラムや現場での講習会等
を開催する。 
 これまで蓄積してきた研究所の
知見を研究者・技術者へ伝え、さら
には所内の若手研究者育成のた
め、土木技術に関するナレッジデ
ータベースを構築し、活用する。 
 また、国土交通省が進める公共
工事等における新技術活用システ
ムに対し、国土交通本省の会議へ
の参画や技術的な助言等により、
制度の適切な運用や改善に向けて
の支援を行うとともに、地方整備
局等が設置する新技術活用評価会
議に職員を参画させ、さらに、研究
所内に組織した新技術活用評価委
員会において地方整備局等から依
頼される技術の成立性等の確認を
行うことや関連する技術相談等へ
適切に対応すること等により積極
的に貢献する。 
 国土交通本省、地方整備局、北海
道開発局等から、事業実施におけ
る技術的問題の解決のために必要
となる試験研究を受託し、事業実
施機関と綿密に連携して実施し、
十分な研究成果を委託者に確実に
提供する。 

①【社会的・経済的
観点】成果・取組が
社会的価値（安全・
安心で心豊かな社
会等）の創出に貢
献するものである
か 
②【妥当性の観点】
成果・取組が国の
方針や社会ニーズ
と適合しているか 
③【研究者、研究開
発マネジメント人
材の育成・支援の
観点】技術者の育
成、支援の取組が
十分であるか 

＜主要な業務実績＞ 
①｢CAESAR メンテナンス
技術交流会｣の産学官の
メンバーによる意見交
流会を開催するととも
に、最新のメンテナンス
技術動向などに関する
メール配信を行った。 
①②新技術の活用につ
いては、新技術活用評価
会議等に委員として参
加したほか、新技術の事
後評価等を実施するな
ど、システム運営の方針
や個別技術の評価の審
議に積極的に参画した。
また、こうした貢献の結
果、新技術活用率(新技
術を活用した工事件数
を総工事件数で除した
もの)も 44.5％であっ
た。 
③人事交流として国土
交通省等の技術系職員
を受け入れ、土研開発技
術の勉強会を開催する
など技術者の育成に努
めた。また、専門技術者
研究会において現場研
修等の活動を開催する
など、技術力の向上、技
術の伝承に貢献した。 
③地域の技術力向上に
寄与するために、国や地
方公共団体等からの多
くの技術相談に対応し
た。北海道内の市町村へ
積極的な PR 活動を行っ
たことにより、多数の相
談を受けた。さらに寒地
技術講習会を 10 件行っ
たほか、技術者交流フォ
ーラムの開催等、各種講
習会を多数行う等、地域
における技術者の育成
や産学官の交流連携に
貢献した。 
 
 

＜評定と根拠＞ 
評定：Ａ 
【定性的な観点】 
①各種講演会の開
催等関係する技術
者への情報提供を
積極的に行うとと
もに、技術力の不足
している地方自治
体における技術力
の向上への貢献を
積極的に行った。 
①②新技術活用評
価会議での参画等、
技術の評価を通じ
て、国の方針や社会
ニーズに適合した
取組を行った。ま
た、技術の社会的価
値の創出に貢献し
た。 
③専門技術者研究
会、寒地技術講習会
等、技術力の向上、
技術者の育成、支援
の取組を積極的に
実施した。 
【定量的な観点】 
・講習会開催数は、
基準値と比較して
100％と、継続的に
取組んだ。 
・新技術活用率は、
基準値と比較して
134%に増加した。 
 
＜課題と対応＞ 
引き続き平成 28 年
度以降も、事業実施
上の技術的課題の
解決に取組む等に
より、技術力の向
上、技術の継承及び
新技術の活用促進
への貢献を図る。 

評定（右にＳ、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄを記入） Ａ 

＜評定に至った理由＞ 
（業務運営の状況、研究開発成果の創出の状況及び将来の成果の創出の期待
等を踏まえ、評定に至った根拠を具体的かつ明確に記載） 
・平成 27年度において、新技術活用評価会議に参加し、新技術の活用促進の
ための技術評価等に取り組んでいる。人事交流の実施や、専門技術者研究会、
メンテナンス技術交流会等の開催により、技術者の技術力の向上に取り組ん
でいる。自然災害が頻発・激甚化している現状を踏まえると、技術指導及び
技術普及は非常に重要であり、コンクリート研修や橋梁研修、トンネル研修
等の各種講習会を地方自治体へ行っていることは高く評価でき、「研究開発成
果の最大化」に向けて、顕著な取組状況であると認められる。 
 
＜今後の課題＞ 
（実績に対する課題及び改善方策など） 
・今後も引き続き、技術力の向上及び適切な技術の継承に貢献すること。ま
た、公共工事等における新技術の活用促進の取組に積極的に貢献すること。 
 
＜その他事項＞ 
（審議会の意見を記載するなど） 
・講習会、人事交流による国交省や自治体からの研修員の受け入れは、技術
力の底上げへの貢献という観点から評価できる。 
・講習会や研修を積極的に実施し技術継承や新技術活用促進に努めているこ
とから優れた実施状況と認められる。 
・最新のメンテナンス技術の配信、新技術活用の展開に貢献している。 
・自然災害が頻発・激甚化している現状では、地方自治体への技術指導及び
技術普及は非常に重要であり、十分に実施されていると評価する。 
・着実に実施されているのに加え、一部には顕著な成果をあげていると認め
られる。 
・国土交通省の技術系職員だけで無く、地方自治体職員の技術力向上に向け
た講習会を多数開催しており、高く評価できる。 
・各種講演会等を積極的に開催し、それらをとおして、地方整備局を含む国
土交通省の技術職員や地方自治体の技術職員の技術力の向上に努めている。 
・各種講演会、CAESAR、専門技術者研究会等の諸活動が継続して実施される
とともに、技術力の不足している地方自治体の技術力向上への貢献が積極的
になされたと評価する。 
・地方公共団体の技術相談対応、フォーラム・講習会の開催等は、地域の平
均的な技術力アップに貢献していると考えられるが、地方公共団体・地域に
おいて、核となる技術者の育成なども重要と思われる。 
・今後も継続して講演会等の実施を積極的に推進して頂きたい。 
 

 

４．その他参考情報 

（諸事情の変化等評価に関連して参考となるような情報について記載） 
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様式２－１－４－２ 国立研究開発法人 年度評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項）様式 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

２（１） 効率的な組織運営 

当該項目の重要度、難易

度 

 関連する政策評価・行政事業

レビュー 

４３７，４３８ 

 

２．主要な経年データ   ↓基準値は平成 20年～22年の 3年間の平均値を採用、太字は評価指標 

 評価対象となる

指標 

達成目標 基準値等 

（前中長期目標期間

最終年度値等） 

23年度 24年度 25年度 26年度 27年度   （参考情報） 

当該年度までの累積値等、必要な情報 

研究支援部門の連

携・調整会議開催

数（知財部門） 

- 3 回 3 回 3 回 3 回 3 回 3 回 
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３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中長期目標 中長期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 
 研究ニーズの高度化、

多様化等の変化への
機動的な対応や業務
運営の効率化の観点
から、効率的な運営体
制の確保を図るとと
もに、管理部門の簡素
化に努めること。ま
た、寒地技術推進室に
ついて集約化するこ
と。 
 
 

①柔軟な組織運営 
研究ニーズの高度化、多様化
等の変化への機動的な対応と
業務運営の効率化の観点か
ら、研究テーマに応じ必要な
研究者を編制するなど今後も
効率的な運営体制の確保を図
るとともに、外部への委託が
可能な業務のアウトソーシン
グ化を行うこと等により管理
部門の簡素化に努める。 
また、平成２０年度に北海道
開発局から業務を移管された
ことに伴い設置された寒地技
術推進室については、寒地土
木研究所が実施している研究
開発と一体として業務を行う
こととなったこと及び業務運
営の効率化を進める観点か
ら、平成２４年度までに更な
る集約化を図る。 
②研究支援体制の強化 
 所内に横断的に組織した研
究支援部門により、外部研究
機関との共同研究開発等の連
携、特許等知的財産権の取得・
活用、新技術をはじめとする
研究成果の普及促進等につい
て効率的に実施する。また、国
際貢献を進めるため、国土交
通省が進める国際標準化、国
際交流連携及び国際支援活動
を戦略的に推進する体制を横
断的に組織する。 

①柔軟な組織運営 
機動性が高く効率的な組織とし
て研究領域毎に設置した研究グ
ループ体制の下で、効率的な研究
及び技術開発を行う。特に、複数
の研究グループが連携して行う
プロジェクト研究においては、柔
軟な組織制度の特色を活かし、プ
ロジェクトリーダーの下、横断
的・効率的な研究開発を推進す
る。また、これ以外の分野横断的
な研究課題についても、関連する
研究チームが横断的に連携し、必
要に応じ研究ユニットを形成し、
研究開発を実施する。 
また、「科学技術イノベーション
総合戦略２０１４」が平成２６年
６月２４日に閣議決定されたこ
とを受け、先端的な材料を土木分
野に取り入れることで構造物の
長寿命化や効率的な維持管理に
革新的な成果を得ること等を目
的に、新たに先端材料資源研究セ
ンターを設置し、材料に関する技
術、情報を集約し、外部機関との
連携を円滑かつ緊密に行うこと
の出来る体制を整備する。 
②研究支援体制の強化 
事業実施機関である国土交通省
の地方整備局等や民間を含む外
部研究機関等との連携強化、特許
等知的財産権の取得・活用、新技
術をはじめとする研究成果の普
及等を図るため、研究支援部門が
お互いに連携して効率的に業務
を進める。また、国際貢献を進め
るため、国土交通省が進める国際
標準化、国際交流連携及び国際支
援活動を戦略的に推進する。 
 

＜主な定量的指標＞ 
①研究支援部門の連携・
調整会議開催数（知財部
門） 
＜その他の指標＞ 
②研究ニーズの高度化・
多様化等の変化に対す
る対応。 
③研究支援体制の強化 
④国際的な活動の戦略
的な実施にともなう柔
軟な支援体制 
＜評価の視点＞ 
業務運営の効率化を推
進しているか 

＜主要な業務実績＞ 
①研究支援部門の連携・
調整会議を 3 回開催し
た。 
②「科学技術イノベーシ
ョン総合戦略 2014」を踏
まえ先端的な材料を土
木分野に取り入れるこ
とで構造物の長寿命化
や効率的な維持管理に
革新的な成果を得るこ
と等を目的に先端材料
資 源 研 究 セ ン タ ー
(iMaRRC)を設置した。 
③技術推進本部と寒地
技術推進室の間で連携
会議を開催した。知的財
産管理システムの運用
マニュアル作成等の業
務を連携して進めた。 
④国際貢献を進めるた
め、研究評価・国際室を
中心として、国際的な活
動を戦略的に実施する
ための取組みを進めた。 
 
 
 

＜評定と根拠＞ 
評定：Ｂ 
①研究支援部門の連携・調
整会議開催数は、基準値と
比較して 100％と、業務運営
の効率化を図るため継続的
に取組んだ。 
②柔軟な組織運営 
土木材料分野の新たな研究
開発を推進するため、先端
材料資源研究センターを平
成 27 年 4 月 1 日に設置し
た。 
③研究支援体制の強化、研
究成果の普及等の業務を効
率的、効果的に進めた。 
④研究評価・国際室におい
て、国際活動についての情
報収集を行うとともに、国
際活動を後押しするための
予算措置を開始した。 
 
＜課題と対応＞ 
引き続き平成 28 年度以降
も、必要な人材の確保・育
成、技術の継承を図る。ま
た、研究ニーズの高度化・多
様化等の変化に機動的に対
応し得るよう、柔軟な組織
運営を図る。 
 

評定（右にＳ、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄを記入） Ｂ 

＜評定に至った理由＞ 
（業務運営の状況、研究開発成果の創出の状況及び将来の成果の創
出の期待等を踏まえ、評定に至った根拠を具体的かつ明確に記載） 
・平成 27 年度においては、先端材料資源研究センター(iMaRRC)を
設置して、材料に関する技術及び情報を集約し、外部機関との連携
を円滑かつ緊密に行える体制を整備しており、「研究開発成果の最
大化」に向けて、着実な取組状況であると認められる。 
 
＜今後の課題＞ 
（実績に対する課題及び改善方策など） 
・今後も引き続き、研究ニーズの高度化、多様化等の変化への機動
的な対応や業務運営の効率化の観点から、効率的な運営体制の確保
等に努め、組織運営の効率化を図ること。 
 
＜その他事項＞ 
（審議会の意見を記載するなど） 
・部門間の連携を緊密にし、効率的な運営を進める他、センター設
置するなどの新しい動きもあり、着実な運営と認められる。 
・研究成果の普及等の業務が効率的、効果的に進められている。 
・先端材料資源研究センターは、イノベーション創出の面において
も貢献が期待できるもので、柔軟な組織運営を心がけている。 
・国際的な活動を展開するために、予算措置は評価できる。 
・組織運営について、先行計画等で定められた内容を着実に推進し
ている。 
・先端材料資源研究センター(iMaRRC)を設置して、材料に関する技
術、情報を集約し、外部機関との外部機関との連携を円滑かつ緊密
に行える体制を整備した。 
・研究評価・国際室において、国際活動についての情報収集を行う
とともに、国際活動を後押しするための予算措置を開始している。 
・効率的な組織運営を目指して、研究支援部門の連携・調整会議を
着実に開催していることが認められる。効率化の観点から何でも削
減・縮小する時代に、先端材料資源研究センターを新たに設置し、
対応を図るような機動的な対応を行っている点は、高く評価でき
る。 
・特定テーマに対するグループやチームの枠を越えた横断的な研究
ユニットや研究グループの組織化が行われており、研究ニーズの高
度化・多様化に適切に対応できる組織運営を行っている。 
・１６プロジェクトで研究グループの枠を超えて参画する組織運営
による研究推進が行われている。また、先端材料資源研究センター
を設置するなど研究ニーズの高度化・多様化に対応できる体制を着
実に整備していると評価できる。 
・新組織の立ち上げ、マニュアルの整備など多くの試みがなされて
いるがいずれもインプット記述であり、このような展開におけるト
ップマネジメントの役割と成果についての記述がほとんどない。 
・新しい組織の設置等、柔軟な組織運営に必要となる予算等の措置
は、トップリーダーの判断で可能な仕組みになっているのか。 
・目標に照らして成果を上げているが、会議開催回数が指標として
いささか不適切ではないか。 
 

 

４．その他参考情報 

（予算と決算の差額分析、「財務内容の改善に関する事項」の評価に際して行う財務分析など記載） 
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様式２－１－４－２ 国立研究開発法人 年度評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項）様式 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

２（２） 業務運営全体の効率化 

当該項目の重要度、難易

度 

 関連する政策評価・行政事業

レビュー 

４３７，４３８ 

 

２．主要な経年データ   ↓基準値は平成 20 年～22 年の 3 年間の平均値を採用。一般管理費、業務経費については、前中期目標期間最終年度（Ｈ22）の予算額を記載、一社応札件数はＨ20 の値、太字は評価指標 

 評価対象となる

指標 

達成目標 基準値等 

（前中長期目標期間

最終年度値等） 

23年度 24年度 25年度 26年度 27年度   （参考情報） 

当該年度までの累積値等、必要な情報 

監事監査実施回数 - 6 回 7 回 9 回 8 回 11回 13回    

一般管理費（千円） 

（効率化対象経

費） 

15％相当削減 155,487 149,268 144,790 140,447 136,233 132,146 

   

業務経費（千円） 5%相当削減 4,433,119 3,897,388 3,858,414 3,819,829 3,781,630 3,743,813    

随意契約件数割合 - 4.73％ 4.2％ 4.8％ 4.8％ 4.6％ 4.1％    

一者応札件数 - 249 149 185 212 199 182    

研究成果データベ

ースへの登録件数 
- 813件 777件 1,059件 697件 1,173件 956件 

   

テレビ会議回数 - 59回 55回 55回 55回 59回 63回    
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３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中長期目標 中長期計画 年度計画 主な評

価指標 

法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

 研究開発業務その他の業
務全体を通じて、引き続
き情報化・電子化を進め
るとともに外部への委託
が可能な業務のアウトソ
ーシング化を行うことに
より、高度な研究の推進
が可能な環境を確保する
こと。 
 内部統制については、
更に充実・強化を図るこ
と。 
 対価を徴収する業務に
ついては、受益者の負担
を適正なものとする観点
から、その算定基準を適
切に設定すること。 
 寄附金については、受
け入れの拡大に努めるこ
と。 
 特に、運営費交付金を
充当して行う業務につい
ては、所要額計上経費及
び特殊要因を除き、以下
のとおりとすること。 
 一般管理費のうち業務
運営の効率化に係る額に
ついて、前中期目標期間
の最終年度（平成２２年
度）予算額に対し、本中期
目標期間の最終年度（平
成２７年度）までに１
５％に相当する額を削減
すること。また、経費節減
の余地がないか自己評価
を厳格に行った上で、適
切な見直しを行うこと。 
 業務経費のうち業務運
営の効率化に係る額につ
いて、前中期目標期間の
最終年度予算額に対し、
本中期目標期間の最終年
度までに５％に相当する
額を削減すること。 
 契約については、「独立
行政法人における調達等
合理化の取組の推進につ
いて」（平成２７年５月２
５日総務大臣決定）に基
づく取組を着実に実施す
ること等により、契約の
適正化を推進し、業務運
営の効率化を図ること。
また、透明性の確保を追
求し、情報提供の在り方
を検討すること。 

①情報化・電子化の推進等 
インターネット、イントラネット、メール
等の情報システム環境についてセキュリ
ティ対策の強化及び機能の向上を図ると
ともに研究データベースの高度化等を行
い、所内手続きの電子化、文書のペーパー
レス化、情報の共有化を進め、業務の効率
化を図る。 
研究施設・設備の維持管理、単純な計測等、
定型的な業務については、アウトソーシン
グに要するコストや自ら実施することに
よるノウハウの蓄積の必要性等について、
前中期目標期間中における実績も評価し
て検討の上、可能かつ適切なものはアウト
ソーシングを図る。そのため、業務の洗い
出しやアウトソーシングの適否の検証を
行い、本中期目標の期間中に着実に進め
る。 
内部統制については、「独立行政法人にお
ける内部統制と評価について」（平成２２
年３月、独立行政法人における内部統制と
評価に関する研究会）等を参考に、更に充
実・強化を図る。 
受益者の負担を適正なものとする観点か
ら、技術指導料等の自己収入に係る料金の
算定基準の適切な設定に引き続き努める。 
寄附金について、ホームページでの案内等
により受け入れの拡大に努める。 
  
②一般管理費及び業務経費の抑制 
業務運営全般を通じ経費の節減を進める
ものとし、運営費交付金を充当して行う業
務については、所要額計上経費及び特殊要
因を除き、以下のとおりとする。 
ア）一般管理費のうち業務運営の効率化に
係る額について、前中期目標期間の最終年
度（平成２２年度）予算額に対し、本中期
目標期間の最終年度（平成２７年度）まで
に１５％に相当する額を削減する。 
イ）業務経費のうち業務運営の効率化に係
る額について、前中期目標期間の最終年度
予算額に対し、本中期目標期間の最終年度
までに５％に相当する額を削減する。 
契約については、「独立行政法人における
調達等合理化の取組の推進について」（平
成 27 年 5月 25 日総務大臣決定）に基づき
策定した調達等合理化計画を着実に実施
するなど、契約の適正化に向けた取組を推
進するとともに、業務運営の効率化を図
る。 
この場合において、研究等に係る調達につ
いては、他の独立行政法人の事例等も参考
に、より効果的な契約を行う。 
また、契約に関する情報については、ホー
ムページにおいて公表し、契約の透明性を
確保する。 

①情報化・電子化の推進等 
インターネット、イントラネット、メール等の情報システ
ム環境について、セキュリティ対策の強化及び機能の向上
を引き続き図る。特に、セキュリティ対策として、外部か
らの不正アクセス対策、ウィルス感染対策を強化すること
を目的に、ファイアーウォールの常時監視を行うととも
に、セキュリティ教育等を通じてセキュリティポリシーの
職員への周知をさらに図る。 
また、研究成果情報管理データベースの拡充を行うととも
に、イントラネットを活用した所内手続きの電子化、文書
のペーパーレス化、情報の共有化の更なる推進や外部から
の安全性を確保しつつイントラネットに接続可能なリモ
ートアクセス環境により業務の効率化を図るとともに、デ
ータベースを活用した研究成果の公表をホームページ上
で実施する。  
さらに、つくばと札幌の間における業務運営を迅速かつ的
確に実施するため、定例会議や運営会議等に際しては、テ
レビ会議システムを積極的に活用するほか、「業務効率化
検討会」に職員から報告・提案のあった業務改善について、
イントラネット等を使い周知し、情報を全員で共有するこ
とにより、事務処理の簡素・合理化の普及・啓発を図り、
業務の一層の効率的執行を促進する。 
庁舎管理業務、研究施設の保守点検業務、清掃業務等につ
いては、効率化の観点から引き続き業務を外部委託し、研
究環境の確保に努める。 
研究業務では、定型的な単純業務については、外部委託を
図り、効率的な研究開発に努めるとともに、研究開発にあ
たり研究所の職員が必ずしも専門としない研究分野の実
験・解析等については、外部の専門家にその業務の一部を
委託する、あるいは専門家を招へいするなど、限られた人
員の中で効率的かつ効果的に研究開発を推進する。 
内部統制については、独立行政法人通則法第２８条第２項
の規定により業務方法書に記載した業務の適正を確保す
るための体制の整備に関する事項について実施する。 
受益者の負担を適正なものとする観点から、技術指導料等
の自己収入に係る料金の算定基準の適切な設定に努める。 
寄付金については、ホームページでの案内等により受け入
れの拡大に努める。 
②一般管理費及び業務経費の抑制 
業務運営全般を通じ経費の節減を進めるものとし、運営費
交付金を充当して行う業務については、所要額計上経費及
び特殊要因を除き、以下のとおりとする。 
ア）一般管理費について、業務運営の効率化に係る額を前
年度予算を基準として３％相当を削減する。 
イ）業務経費について、業務運営の効率化に係る額を前年
度予算を基準として１％相当を削減する。  
契約については、「独立行政法人における調達等合理化の
取組の推進について」（平成 27 年 5 月 25 日総務大臣決
定）に基づき策定した調達等合理化計画を着実に実施する
など、契約の適正化に向けた取組を推進するとともに、業
務運営の効率化を図る。 
また、近隣の研究機関と協力して共同調達を実施し、コス
トの縮減を図る。 
なお、契約に関する情報については、ホームページにおい
て公表し、契約の透明性を確保する。 

＜主な定
量的指標
＞ 
①監事監
査実施回
数、一般管
理費、業務
経費、随意
契約件数
割合 
＜その他
の指標＞ 
②管理部
門の簡素
化。 
③効率的
な運営体
制の確保。 
④アウト
ソーシン
グの活用
等により
業務運営
コストの
縮減。 
⑤契約の
適正化を
推進して
いるか。 
＜評価の
視点＞ 
⑥コンプ
ライアン
ス体制は
整備され
ているか。 

＜主要な業務実績＞ 
①監事監査実施回数は
13回、一般管理費を15%
相当削減、業務経費を
5%相当削減、随意契約
件数割合は 4.1%となっ
ている。 
②情報化・電子化の推
進等 
情報セキュリティの強
化や、研究成果データ
ベースについては拡充
を図り、情報化・電子化
の推進をさらに図っ
た。 
③事務処理の簡素化・
合理化については、テ
レビ会議システムの活
用を積極的に行い業務
の効率的執行を図ると
ともに、業務効率化に
向け職員に意見募集を
行い効率化に資する提
案について、イントラ
ネット掲載や、メール
通知などを実施した。 
④研究部門における定
型的作業や単純作業、
研究支援部門における
アウトソーシングを積
極的に実施した。 
⑤契約の適正化を行っ
た。 
⑥理事長によるトップ
マネジメントを確実に
するため経営会議及び
幹部会を開催し、理事
長による統制、意思決
定、情報伝達等を行い、
決定事項について幹部
が各部署において速や
かに職員へ周知した。 
業務方法書の改正を実
施し、新たに危機管理
基本マニュアル(案)を
作成しリスク管理への
取組を行った。 
公的研究費の運営・管
理規定等を制定し職員
の意識向上及び業務遂
行上のルールを徹底し
た。また、役職員へのコ
ンプライアンス周知を
実施した。 

＜評定と根拠＞ 
評定：Ｂ 
①監事監査の実施回数は、
基準値と比較して 217％に
増加した。一般管理費、業務
経費の削減に努めた。随意
契約件数割合は 4.1%にな
り、全独法の随意契約件数
割合 20.0%(平成 26 年度)を
大きく下回った。 
②ファイルサーバーのディ
スク容量を増設し、より多
くの共有データを取り扱え
るようにした。 
③事務処理の簡素化・合理
化を積極的に行った。 
④アウトソーシングを積極
的に進めるとともに、業務
の品質を確保するため、引
き続き総合評価落札方式の
試行を行った。 
⑤契約については、「独立行
政法人における調達等合理
化の取組の推進について」」
（平成 27 年 5 月 25 日総務
大臣決定）に基づき策定し
た調達等合理化計画を着実
に実施するなど、契約の適
正化に向けた取り組みを推
進した。 
⑥理事長による、内部統制
の充実、強化を実施した。 
内部マニュアル、管理規定
等を作成し所内のリスク管
理を実施した。 
コンプライアンス講習会を
5 回開催し、役職員のコンプ
ライアンス意識の更なる向
上を図った。 
＜課題と対応＞ 
引き続き平成 28 年度以降
も、研究開発等については、
研究評価の取組により定期
的な点検を実施し、その結
果を踏まえた資源配分の見
直し等を実施する。また、理
事長のリーダーシップの下
で、自主的・戦略的な運営や
適切なガバナンスが行わ
れ、研究開発成果の最大化
等が図られるよう、理事長
の命令・指示の適切な実行
を確保するための仕組み等
による統制活動を推進す
る。 

評定（右にＳ、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄを

記入） 

Ｂ 

＜評定に至った理由＞ 
（業務運営の状況、研究開発成果の創出の
状況及び将来の成果の創出の期待等を踏
まえ、評定に至った根拠を具体的かつ明確
に記載） 
・平成 27 年度においては、調達等合理化
計画の策定及びセキュリティ対策の強化
を行う等、「研究開発成果の最大化」に向
けて、着実な業務運営がなされていると認
められる。 
 
＜今後の課題＞ 
（実績に対する課題及び改善方策など） 
・今後も引き続き、研究開発業務その他の
業務全体を通じて、業務運営全体の効率化
を図ること。 
 
＜その他事項＞ 
（審議会の意見を記載するなど） 
・事務処理の簡素化・合理化、および研究
部門の定型作業の外注化など効率的で着
実な運営に努めている。 
・一般管理費、業務経費の削減に努めてい
ること。 
・随意契約件数割合は、全独法の割合を大
きく下回っている。 
・限られた資源のもとで効率的かつ着実
な業務運営がなされている。 
・テレビ会議システムなど、既存システム
を積極的に活用して、業務運営の効率化を
着実に推進している。 
・監事監査の実施回数は、基準値と比較し
て 2倍以上であり、一般管理費、業務経費
の削減がみてとれる。また随意契約も件数
も減少している。 
・ホームページの有効活用を図っている。 
・業務の効率化が継続的に着実に行われ
ており、コスト縮減にもつながっている。 
・今後は、マイクロマネジメントや評価な
どの有無も含めて、評価行為そのものにつ
いての評価も必要ではないか。 
・情報化・電子化の推進を行い、またより
多くの共有データを取り扱える環境に整
備を進めているが、情報セキュリティ対策
の配慮は十分か。 
・高度な研究開発を推進するための随意
契約については許容できる点もあるので
はないかと考える。 
・ホームページの、さらなる有効活用を図
っていただきたい。 
・今後も業務運営の効率化に向けて、継続
的に努力してほしい。 

４．その他参考情報 

（予算と決算の差額分析、「財務内容の改善に関する事項」の評価に際して行う財務分析など記載） 
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様式２－１－４－２ 国立研究開発法人 年度評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項）様式 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

３～７ 予算（人件費の見積りを含む。）、収支計画及び資金計画、短期借入金の限度額、不要財産の処分に関する計画、重要な財産の処分等に関する計画、剰余金の使途 

当該項目の重要度、難易

度 

 関連する政策評価・行政事業

レビュー 

４３７，４３８ 

 

２．主要な経年データ  ↓基準値は前中期期間で実績がないため、立てられない 

 評価対象となる

指標 

達成目標 基準値等 

（前中長期目標期間

最終年度値等） 

23年度 24年度 25年度 26年度 27年度   （参考情報） 

当該年度までの累積値等、必要な情報 

中長期計画にあ

る不要財産の処

分率 

100％ 

(前中長期目標期

間では計画に明

示されていない) 

100％ 100％ 100％ 100％ 100％ 

   

           

           

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 

 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中長期目標 中長期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

 ３．予算（人件費の見積
りを含む。）、収支計画及
び資金計画 
運営費交付金等を充当
して行う業務について
は、中期計画の予算を作
成し、当該予算による運
営を行うこと。 
別海実験場、湧別実験場
及び朝霧環境材料観測
施設（一部）については、
国庫納付すること。 
４．短期借入金の限度額 
運営費交付金等を充当
して行う業務について
は、当該予算による運営
を行うこと。 
５．不要財産の処分に関
する計画 
別海実験場、湧別実験場
及び朝霧環境材料観測
施設（一部）については、
平成 23 年度中に国庫納
付すること。 
６．重要な財産の処 
支障のない限り国への
返納を行うこと。 
７．剰余金の使途 
運営費交付金等を充当
して行う業務について
は、中期計画の予算を作
成し、当該予算による運
営を行うこと。 

３．予算（人件費の見積りを含む。）、
収支計画及び資金計画 
（１）予算 
別表－２のとおり 
（２）収支計画 
別表－３のとおり 
（３）資金計画 
別表－４のとおり 
４．短期借入金の限度額 
予見し難い事故等の事由に限り、資
金不足となる場合における短期借
入金の限度額は、単年度１，５００
百万円とする。 
５．不要財産の処分に関する計画 
保有資産の必要性の見直しを行い、
次の資産を国庫返納する。 
・別海実験場については、平成２３
年３月に廃止のうえ、平成２４年３
月に譲渡収入による納付を行う。 
・湧別実験場については、平成２３
年３月に廃止のうえ、平成２３年１
２月に現物による納付を行う。 
・朝霧環境材料観測施設（一部）（平
成２２年３月廃止）については、平
成２３年１２月に現物による納付
を行う。 
６．重要な財産の処分等に関する計
画 
保有資産の必要性について不断に
見直しを行うとともに、見直し結果
を踏まえて、研究所が保有し続ける
必要がないものについては、支障の
ない限り、国への返納を行う。 
７．剰余金の使途 
中期目標期間中に発生した剰余金
については、研究開発、研究基盤の
整備充実及び成果普及に使用する。 

３．予算、収支計画及び資金
計画 
（１）予算 
別表－４のとおり 
（２）収支計画 
別表－５のとおり 
（３）資金計画 
別表－６のとおり 
４．短期借入金の限度額 
予見し難い事故等の事由に
限り、資金不足となる場合
における短期借入金の限度
額は、単年度 １，５００百
万円とする。 
５．不要財産の処分に関す
る計画 
なし 
６．重要な財産の処分等に
関する計画 
保有資産の必要性について
不断に見直しを行うととも
に、見直し結果を踏まえて、
研究所が保有し続ける必要
がないものについては、支
障のない限り、国への返納
を行う。 
７．剰余金の使途 
中期目標期間中に発生した
剰余金については、研究開
発、研究基盤の整備充実及
び成果普及に使用する。 

＜主な定量的指標＞ 
①中期計画にある不要
財産の処分率 
＜その他の指標＞ 
②予算、収支計画、資金
計画について 
③短期借入金の限度額 
④重要な財産の処分等
に関する計画 
⑤剰余金の使途 
＜評価の視点＞ 
本来業務に支障のない
範囲での有効利用可能
性の多寡、効果的な処
分、経済合理性といっ
た観点に沿って、保有
資産の見直しを行って
いく。 

＜主要な業務実績＞ 
①不要財産の処分に関する計画の
達成状況は 100％である。 
 
②収支計画及び資金計画 
予算をもとに計画的に執行した。 
 
③短期借入金の限度額 
短期借入を行わなかった。 
 
④重要財産の処分等に関する計画 
重要な財産の処分の実績はない。 
 
⑤剰余金の使途 
剰余金の申請を実施しなかった。 

＜評定と根拠＞ 
評定：Ｂ 
①中長期計画にある不要財産の処
分率は平成 23 年度に 100％とな
り、中長期目標を達成した。 
 
②予算、収支計画、資金計画に基づ
き適正に実施した。 
 
③短期借入金の限度額について資
金不足は生じなかった。 
 
④重要財産の処分は発生しなかっ
た。 
 
⑤剰余金の使途 
剰余金の申請を実施しなかった。 
 
＜課題と対応＞ 
引き続き平成 28年度以降も、予算
（人件費の見積りを含む。）、収支
計画及び資金計画、短期借入金の
限度額、不要財産の処分に関する
計画、重要な財産の処分等に関す
る計画、剰余金の使途、以上に関す
る計画を着実に遂行する。 
 
 
 

評定（右にＳ、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄを記入） Ｂ 

＜評定に至った理由＞ 
（業務運営の状況、研究開発成果の創出の状況及
び将来の成果の創出の期待等を踏まえ、評定に至
った根拠を具体的かつ明確に記載） 
・平成 27 年度においては、中長期目標における目
標を達成しており、「研究開発成果の最大化」に向
けて、着実な業務運営がなされていると認められ
る。 
 
＜今後の課題＞ 
（実績に対する課題及び改善方策など） 
・今後も引き続き、予算の適切な執行を図ること。 
 
＜その他事項＞ 
（審議会の意見を記載するなど） 
・研究開発法人の成果の最大化に向けて、中長期
目標における所期の目標を達成し、着実な業務運
営がなされている。 
・不要財産の処分率は、中期目標を達成しており
評価できる。 
・保有設備や資産の見直しと整理も継続的に適切
に行われている。 
・予算、収支、資金について、それぞれの計画に
基づき適正に実施された。 
・土木研究所自身の課題ではないが、国際貢献、
国際研究ハブ、災害時の技術支援など、土木研究
所が継続的に高い評価を得ている活動について
は、手厚い予算の割り当てを要請したい。 

 

４．その他参考情報 

（予算と決算の差額分析、「財務内容の改善に関する事項」の評価に際して行う財務分析など記載） 
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様式２－１－４－２ 国立研究開発法人 年度評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項）様式 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

８（１） 施設及び設備に関する計画 

当該項目の重要度、難易

度 

 関連する政策評価・行政事業

レビュー 

４３７，４３８ 

 

２．主要な経年データ      ↓基準値は平成 20 年～22 年の 3 年間の平均値を採用、太字は評価指標 

 評価対象となる

指標 

達成目標 基準値等 

（前中長期目標期間

最終年度値等） 

23年度 24年度 25年度 26年度 27年度   （参考情報） 

当該年度までの累積値等、必要な情報 

施設の貸出件数 - 48件 61件 73件 51件 59件 49件    

施設貸し出し収入

（千円） 
- 42,903.67 13,979 31,779 89,716 32,490 89,392 

   

つくば・寒地の施

設相互利用回数 
- 4.5 6 7 8 10 10 
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３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中長期目標 中長期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

 研究所が保有する施
設、設備については、
研究所の業務に支障
のない範囲で、外部の
研究機関の利用及び
大学・民間企業等との
共同利用の促進を図
ること。その際、受益
者負担の適正化と自
己収入の確保に努め
ること。 
また、業務の確実な遂
行のため計画的な整
備・更新等を行うとと
もに、所要の機能を長
期にわたり発揮しう
るよう、適切な維持管
理に努めること。 
なお、保有資産の必要
性について不断に見
直しを行うこと。 
 

実験施設等の効率的
な利用のため、主な施
設について研究所と
しての年間の利用計
画を策定し、それを基
に外部の研究機関が
利用可能な期間をイ
ンターネット上で公
表することで、外部へ
の積極的な実験施設
等の貸出を図り、自己
収入の確保に努める
とともに、利用料に関
する受益者負担の適
正化を図る。 
 施設の整備・更新等
については、施設整備
計画に基づき実施す
る。 
 保有資産について
は、資産の利用度のほ
か、本来業務に支障の
ない範囲での有効利
用可能性の多寡、効果
的な処分、経済合理性
といった観点に沿っ
て、その保有の必要性
について不断に見直
しを行う。 
 なお、中期目標期間
中に実施する主な施
設の整備・更新等は別
表－５のとおりとす
る。 
 

研究所が保有する施
設・設備に関する情報
共有を図り、つくばと
札幌の相互利用を推
進する。 
 主な実験施設等に
ついて、平成２７年度
の利用計画を速やか
に策定し、外部の研究
機関が利用可能な期
間、貸付要件、手続及
び貸付料等必要な情
報を得られやすいよ
うにホームページ上
で公表する。また、実
験施設等の点検整備
にあたっては、貸出収
入等を活用して、適切
な維持管理に努める。 
 主な実験施設等の
稼働実績を調査しそ
の利用状況を把握す
るほか、保有資産の有
効利用、効果的な処
分、経済合理性といっ
た観点から、その保有
の必要性について、不
断に見直しを行う。平
成２７年度に実施す
る主な施設の整備・更
新等は、（施設整備計
画に基づき）別表－７
のとおりとする。 

＜主な定量的指標
＞ 
①施設の貸出件数 
＜その他の指標＞ 
②施設・設備の貸出
に関する情報提供 
＜評価の視点＞ 
③自己収入の確保
に努めているか 

＜主要な業務実績＞ 
①施設貸出件数 49件 
②ホームページによる情
報提供を行い、主要施設紹
介、手続き方法などの提供
を行ったほか、問い合わせ
フォームの運用を図った。 
③研究所が保有する施設、
設備については、外部の研
究機関の利用及び大学・民
間企業等の利用促進に努
めた。 
 

＜評定と根拠＞ 
評定：Ｂ 
①施設の貸出件数は基準値と
比較して 102％に達した。 
②施設・設備に関する情報提
供を行い、多くの施設貸し出
しを行った。施設の改修等整
備を適切な予算管理下で着実
に実施した。 
③他機関を含めて相互利用を
積極的に実施した。 
＜課題と対応＞ 
引き続き平成 28年度以降も、
計画的な整備・更新等を行う
とともに適切な維持管理に努
める。 
 

評定（右にＳ、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄを記入） Ｂ 

＜評定に至った理由＞ 
（業務運営の状況、研究開発成果の創出の状況及び将来の成果の創出の期待等を踏まえ、
評定に至った根拠を具体的かつ明確に記載） 
・平成 27年度においては、多くの施設・設備の貸出しを行った他、施設の相互利用を図
ることにより、保有設備を有効に活用しており、「研究開発成果の最大化」に向けて、着
実な取組状況であると認められる。 
 
＜今後の課題＞ 
（実績に対する課題及び改善方策など） 
・今後も引き続き、研究所が保有する施設、設備については、研究所の業務に支障のない
範囲で、外部の研究機関への貸出し及び大学･民間企業等との共同利用の促進を図るこ
と。また、業務の確実な遂行のため計画的な整備･更新等を行うとともに、所要の機能を
長期にわたり発揮しうるよう、適切な維持管理に努めること。 
 
＜その他事項＞ 
（審議会の意見を記載するなど） 
・土木研究所の研究活動に支障がないように配慮された形で、貸し出す数を増やす種々
の試みがなされ成果を上げている。 
・多くの施設・設備の貸し出しを行った他、施設の相互利用を図るなど、保有設備を有効
に活用したことから、適切な実施状況である。 
・施設・設備に関する情報提供を行い、それが多くの施設貸し出しにつながり、結果、貸
出件数は基準値に達している。 
・外部機関との相互利用の推進が積極的に実施されており、国内技術力の向上に大きく
貢献していると考える。 
・ホームページによる情報提供を行い、主要施設紹介、手続き方法などの利便性に努め
た。 
・施設・設備の情報共有と相互利用が促進されており、また保有資産の見直しも継続的
に行われている。外部に対する共同利用の促進の努力も評価できる。 
・施設貸出については更に推進できる面もあると考えることから、今後も柔軟な対応で
継続してほしい。こうした事業が活性化されれば土木研究所の自己収入の確保にもつな
がる。 
・ホームページのさらなる有効活用を図っていただきたい。 
・前年度に比べて、施設の貸出件数は減っているものの、貸出収入が大幅に増加してお
り、着実に成果を上げている点は素晴らしいと言える。 

 

４．その他参考情報 

（予算と決算の差額分析、「財務内容の改善に関する事項」の評価に際して行う財務分析など記載） 
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様式２－１－４－２ 国立研究開発法人 年度評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項）様式 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

８（２） 人事に関する事項 

当該項目の重要度、難易

度 

 関連する政策評価・行政事業

レビュー 

４３７，４３８ 

 

２．主要な経年データ 

 評価対象となる

指標 

達成目標 基準値等 

（前中長期目標期間

最終年度値等） 

23年度 24年度 25年度 26年度 27年度   （参考情報） 

当該年度までの累積値等、必要な情報 

人材確保のための

任期付研究員採用

の取組状況 

- 4.7 8 人 13人 12人 11人 9 人 

   

博士号保有者数※ - 88.7 96人 108 人 125 人 128 人 116 人    

ラスパイレス指数

（事務・技術職員） 
- 95.63 94.1 93.5 93 93.2 93.1 

   

ラスパイレス指数

（研究職員） 
- 91.4 91.2 91.4 91.5 91.1 90.5 
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３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中長期目標 中長期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

 高度な研究業務の推進
のため、必要な人材の確
保を図るとともに、人員
の適正配置により業務
運営の効率化を図るこ
と。 
また、良質な社会資本の
効率的な整備及び北海
道開発の推進に貢献す
るという使命を果たす
ため、行政との人事交流
を的確に行うこと。 
さらに、人事評価システ
ムにより、職員個々に対
する評価を行い、職員の
意欲向上を促し、能力の
最大限の活用等を図る
こと。 
給与水準については、国
家公務員の給与水準も
十分考慮し、手当を含め
役職員給与の在り方に
ついて厳しく検証した
上で、目標水準・目標期
限を設定してその適正
化に計画的に取り組む
とともに、その検証結果
や取組状況を公表する
こと。 
また、総人件費（退職手
当等を除く。）について
も、「簡素で効率的な政
府を実現するための行
政改革の推進に関する
法律」（平成１８年法律
第４７号）に基づく平成
１８年度から５年間で
５%以上を基本とする削
減等の人件費に係る取
組を平成２３年度にお
いても引き続き着実に
実施するとともに、政府
における総人件費削減
の取組を踏まえ、厳しく
見直すこと。 

人材の確保については、国家公務員試験合格者からの採
用に準じた新規卒業者等からの採用、公募による博士号
取得者等を対象とした選考採用や関係省、大学、民間を
含む研究等を実施する機関との人事交流、任期付き研究
員の採用を図るとともに、人員の適正配置、非常勤の専
門研究員の採用、定型的業務の外部委託化の推進などに
より人員管理の効率化に努める。なお、雪崩・地すべり
研究センターと寒地土木研究所の連携強化のための人員
配置については、平成２４年度までに実施する。 
 また、国土交通行政及び事業と密接に連携した良質な
社会資本の効率的な整備及び北海道開発の推進に資する
研究開発を行うため、国土交通省等との人事交流を計画
的に行う。 
 さらに、人事評価システムにより、職員個々に対する
評価を行い、職員の意欲向上を促し、能力の最大限の活
用等を図る。 
 給与水準については、国家公務員の給与水準も十分考
慮し、手当を含め役職員給与の在り方について厳しく検
証した上で、給与改定に当たっては、引き続き、国家公
務員に準拠した給与規定の改正を行い、その適正化に取
り組むとともに、その検証結果や取組状況を公表する。 
 また、総人件費（退職手当等を除く。）については、「簡
素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関
する法律」（平成１８年法律第４７号）に基づく平成１８
年度から５年間で５％以上を基本とする削減等の取組を
平成２３年度においても引き続き着実に実施するととも
に、政府における総人件費削減の取組を踏まえ、厳しく
見直す。 
 但し、今後の人事院勧告を踏まえた給与改定分及び以
下に該当する者（以下「総人件費改革の取組の削減対象
外となる任期付研究者等」という。）に係る人件費につい
ては削減対象から除くこととする。 
・競争的資金又は受託研究若しくは共同研究のための民
間からの外部資金により雇用される任期付職員 
・国からの委託費及び補助金により雇用される任期付研
究者 
・運営費交付金により雇用される任期付研究者のうち、
国策上重要な研究課題（第３期科学技術基本計画（平成
１８年３月２８日閣議決定）において指定されている戦
略重点科学技術をいう。）に従事する者及び若手研究者
（平成１７年度末において３７歳以下の研究者をいう。） 
 また、国家公務員の給与構造改革を踏まえた役職員の
給与体系の見直しを進める。 
※注）対象となる「人件費」の範囲は、常勤役員及び常
勤職員に支給する報酬（給与）、賞与、その他の手当の合
計額とし、退職手当、福利厚生費（法定福利費及び法定
外福利費）は除く。 
 

研究開発力の根源である人材
への投資を重視し、優れた人
材を育て、多様な個々人が意
欲と能力を発揮できる環境を
形成することを基本とした人
材活用を図るため、以下のよ
うな取り組みを行う。 
①新規採用職員の人材確保に
ついては、国家公務員試験合
格者からの採用に準じた新規
卒業者等の採用や学位（博士）
を有する者等の公募による選
考採用を実施する。また、研
究開発力強化法を活用した任
期付研究員の採用を積極的に
実施する。なお、非常勤の専
門研究員の採用及び定型的業
務の外部委託化の推進等によ
り人員管理の効率化に努め
る。 
②国土交通行政及び事業と密
接に連携した良質な社会資本
の効率的な整備及び北海道開
発の推進に資する研究開発を
行うため、国土交通省等との
人事交流を計画的に行う。 
③人事評価の実施により、職
員の職務に対する意欲向上を
促し、能力の最大限の活用等
を図る。 
④職員の資質向上について
は、内外の研修を積極的に受
講させるほか、学位（博士）
及び資格（技術士等）の取得
の奨励等を継続する。 
給与水準については、国家公
務員の給与水準も十分考慮
し、手当を含め役職員給与の
在り方について厳しく検証し
た上で、国家公務員と同等の
ものとなるよう引き続き取り
組むとともに、その検証結果
や取組状況を公表する。 
また、総人件費（退職手当等
を除く。）については、政府
における総人件費削減の動向
を踏まえ、必要に応じて見直
しを行う。 

＜主な定量的指標
＞ 
①人材確保のため
の任期付研究員採
用の取組状況 
②博士号保有者数 
＜その他の指標＞ 
③ラスパイレス指
数 (事務･技術職
員) 
ラスパイレス指数
(研究職員) 
＜評価の視点＞ 
④人材の獲得・配
置・育成の戦略が
適切に図られてい
るか 

＜主要な業務実績
＞ 
①任期付き職員の
採用について、｢研
究開発システムの
改革の推進等によ
る研究開発能力の
強化及び研究開発
等の効率的推進等
に関する法律｣に
基づき積極的に行
った。 
②土木研究所の重
点分野、今後の研
究ニーズ等を勘案
し、土木研究所が
必要とする優秀な
人材を計画的に採
用するため、博士
号取得者を対象と
した公募を行って
いる。 
③ラスパイレス指
数(事務・技術職
員)93.1% 
ラスパイレス指数
(研究職員)90.5% 
④人材の獲得・配
置・育成を適切に
行った。 
 

＜評定と根拠＞ 
評定：Ｂ 
①任期付研究員を
積極的に採用する
等、人材の獲得に努
めた。 
任期付研究員採用
の取組状況は基準
値と比較して 191％
に大きく増加した。 
②平成 27 年の博士
号保有者数は異動
に伴う減少があっ
たが、基準値と比較
して 131％に達し
た。 
③給与水準の指標
となるラスパイレ
ス指数は適切な状
態を維持した。 
④高度な研究業務
の推進のための、必
要な人材の確保を
行うとともに、良質
な社会資本の効率
的な整備および北
海道開発の推進に
貢献するため、国土
交通省等との人事
交流を計画的に実
施した。 
 また、人事評価を
実施し、評価結果を
昇任や給与に反映
し、セルフマネジメ
ントの意識向上が
図られた。 
 
＜課題と対応＞ 
引き続き平成 28 年
度以降も、若手職員
をはじめとした職
員の能力向上を図
りつつ、人事評価シ
ステムにより、職員
個々に対する評価
を行い、職員の意欲
向上を促し、能力の
最大限の活用等を
図る。 
 

評定（右にＳ、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄを記入） Ｂ 

＜評定に至った理由＞ 
（業務運営の状況、研究開発成果の創出の状況及び将来の成果
の創出の期待等を踏まえ、評定に至った根拠を具体的かつ明確
に記載） 
・平成 27 年度においては、任期付研究員の採用や博士号取

得の奨励を行い、人材活用や人材育成に貢献しており、「研究開
発成果の最大化」に向けて、着実な実施状況であると認められ
る。 

 
＜今後の課題＞ 
（実績に対する課題及び改善方策など） 
・今後も引き続き、高度な研究業務の推進のため、必要な人材
の確保を図るとともに、人員の適正配置により業務運営の効率
化を図ること。 
 
＜その他事項＞ 
（審議会の意見を記載するなど） 
・博士号取得者数が着実に増加し、人材育成への強い意欲が感
じられ、評価できる。しかし、任期付研究員の増加は基盤研究
や中長期的な人材育成にはマイナスの影響もあるため、注意が
必要である。 
・任期付研究員の採用や博士号保有の奨励等、人材活用、人材
育成に貢献し、着実な実施状況と認められる。 
・給与水準の指標となるスパイラル指数は適切な状態を維持し
ている。 
・研究職員の新規採用が積極的に行われている点を評価する。 
・高度な研究業務の推進のための、必要な人材の確保を行うと
ともに、良質な社会資本の効率的な整備および北海道開発の推
進に貢献するため、国土交通省等との人事交流を計画的に実施
している。 
・公募による研究職員の採用、博士号保有者数の増加などの努
力が認められる。 
・国内外との交流人事を通しての世界に貢献する人材育成にも
引き続き邁進することが、国際研究ハブとしての果たすべき機
能の一つである。 
・人事に関して女性活躍支援やダイバーシティ推進に関しても
注力してほしい。 
・任期付研究員は研究者の１割を占めている。人件費の問題、
仕事の内容にも密接に関係するが、このままでは技術の継承、
技術者育成の面で支障をきたさないように留意すべき。 
・ポストドクターなど若手研究者を積極的に受け入れ、パーマ
ネント研究員へのキャリアアップができる仕組みづくりを行
うことで高い能力をもった研究者の育成につなげてほしい。 
・任期付研究員の採用、博士号取得者数ともにやや減少してお
り、その理由を明らかにしておく必要がある。 
・研究職員の博士号所有者の割合がまだまだ低いため、引き続
き、博士号所有者の新規採用を促進して欲しい。 
 

 

４．その他参考情報 

（予算と決算の差額分析、「財務内容の改善に関する事項」の評価に際して行う財務分析など記載） 
 


